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一　

は
じ
め
に

㈠　

本
稿
の
意
義

　

ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
は
、「
成
人
の
少
な
く
と
も
一
人
が
以
前
の
（
パ
ー
ト
ナ
ー
）
関
係
で
の
子
ど
も
を
も
つ
家（
1
）族」

を
指
す
。
近

年
、
未
成
年
の
子
を
持
つ
親
の
離
婚
及
び
再
婚
の
増
加
傾
向
を
背
景
に
、
そ
の
注
目
度
は
飛
躍
的
に
高
ま
っ
て
い（
2
）る。
子
を
持
つ
親
の
婚

姻
を
法
的
に
見
る
に
、
子
と
そ
の
親
の
配
偶
者

―
即
ち
継
親
子
は
、
自
動
的
に
は
法
律
上
の
親
子
に
な
ら
な
い
。
継
親
子
は
一
親
等
の

姻
族
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
（
民
法
七
二
五
条
）、
そ
の
間
に
は
原
則
、
監
護
教
育
・
扶
養
・
相
続
等
に
関
す
る
権
利
義
務
は
生
じ
な
い
。
し
か

し
、
実
際
に
は
継
親
が
子
と
同
居
し
、
そ
の
養
育
を
担
う
こ
と
も
多
い
。
か
か
る
場
合
、
継
親
子
は
養
子
縁
組
を
す
る
こ
と
（
以
下
「
継

子
養
子
縁
組
」
と
す
る
）
に
よ
っ
て
法
律
上
の
親
子
と
な
り
、
親
権
・
扶
養
・
相
続
・
氏
等
の
親
子
関
係
の
全
効
果
を
享
受
で
き
る
（
同 

八
〇
九
条
）。
養
子
縁
組
は
、
養
親
子
と
な
る
者
同
士
の
縁
組
意
思
の
合
致
の
下
、
縁
組
届
出
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
成
立
す
る
（
同
七
九
九

条
、
普
通
養
子
縁
組
）。
但
し
、
養
子
と
な
る
子
が
一
五
歳
未
満
の
場
合
、
子
の
意
思
は
問
題
に
さ
れ
ず
、
そ
の
法
定
代
理
人

―
親
権
者

た
る
実
親
等

―
が
子
に
代
わ
っ
て
承
諾
を
行
う
（
同
七
九
七
条
一
項
）。
親
権
者
と
別
に
監
護
権
者
た
る
実
親
が
い
れ
ば
、
そ
の
同
意
も

必
要
だ
が
（
同
条
二
項
）、
親
権
も
監
護
権
も
持
た
な
い
実
親
の
同
意
は
不
要
で
あ
る
。
更
に
子
が
未
成
年
の
場
合
、
継
子
養
子
縁
組
で

は
、
未
成
年
養
子
の
例
外
と
し
て
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
る
必
要
が
な
い
（
七
九
八
条
た
だ
し
書
）。

　

継
親
子
関
係
の
規
律
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
年
、
か
か
る
継
子
養
子
縁
組
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
、
家
裁
の
許
可
や
親
権
・
監
護
権
を
欠

く
実
親
の
同
意
を
加
え
て
厳
格
化
す
る
こ（
3
）と、
及
び
、
継
子
養
子
縁
組
に
よ
ら
ず
に
継
親
に
対
し
て
子
の
監
護
に
関
す
る
権
利
義
務
を
付

与
す
る
こ（
4
）とが

、
各
々
検
討
さ
れ
て
い
る
。
継
子
養
子
縁
組
か
ら
距
離
を
置
く
方
向
で
の
議
論
と
言
え
る
が
、
か
か
る
志
向
は
家
族
社
会

学
の
成
果
か
ら
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
継
子
養
子
縁
組
は
法
律
上
、
継
親
子
を
完
全
な
る
親
子
に
仕
立
て
る
結
果
、
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
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ミ
リ
ー
を
自
己
完
結
的
な
「
両
親
夫
婦
と
そ
の
子
」
と
い
う
標
準
初
婚
血
縁
家
族
同
然
に
現
す
。
確
か
に
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
は
一
見
、

大
人
二
人
と
子
か
ら
成
る
「
両
親
夫
婦
と
そ
の
子
」
家
族
と
同
じ
姿
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
単
に
「
両
親
夫
婦
と
そ
の
子
」
家

族
を
「
再
現
」
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
多
く
の
場
合
、
離
婚
後
の
親
子
関
係
の
継
続
的
な
「
再
編
」
過
程
の
一
端
と
し
て
、
も
う

一
人
の
実
親
の
存
在
も
抱
え
な
が
ら
、
多
様
な
形
で
家
族
形
成
を
行
う
と
い（
5
）う。

　

思
う
に
、
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
独
自
性
に
着
目
し
た
議
論
は
、
家
族
の
多
様
性
を
尊
重
し
、
そ
の
現
実
に
根
ざ
し
た
法
制
度
を
目

指
す
上
で
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
議
論
を
更
に
進
め
よ
う
に
も
、
現
状
で
は
法
的
検
討
の
た
め
に
必
要
な
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ

ー
の
実
情
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
る
。
勿
論
、
家
族
法
上
の
既
存
の
議
論
は
所
謂
「
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
特

徴
」
を
意
識
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
も
実
は
漠
然
と
し
た
推
測
に
基
づ
く
部
分
が
少
な
く
な
い
。
従
っ
て
、
今
こ
こ
で
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ

リ
ー
の
実
際
の
在
り
様
を
じ
っ
く
り
眺
め
、
先
行
研
究
を
検
証
す
る
と
共
に
、
新
た
な
視
点
・
問
題
点
を
洗
い
出
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ

こ
そ
が
継
親
子
関
係
の
法
的
規
律
の
考
究
の
進
展
に
と
っ
て
不
可
欠
な
作
業
と
考
え
る
。
か
か
る
問
題
意
識
の
下
、
筆
者
は
二
○
一
○
年

八
〜
一
一
月
、
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
当
事
者
支
援
団
体
の
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
ジ
ャ
パ
ン
（
Ｓ
Ａ

Ｊ
）
と
女
性
・
子
ど
も
支
援
団
体
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人W

ink

の
協
力
の
下
、
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
当
事
者
を
対
象
に
「
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ

リ
ー
実
態
調
査
」
と
称
す
る
調
査
（
以
下
「
本
調
査
」
と
す
る
）
を
実
施
し
た
。
本
稿
は
そ
の
調
査
結
果
の
中
か
ら
、
継
子
養
子
縁
組
を
行

っ
た
ケ
ー
ス
に
お
け
る
縁
組
締
結
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
紹
介
・
検
討
し
、
継
子
養
子
縁
組
と
は
何
か
、
そ
の
一
端
の
解
明
を
試

み
る
。

㈡　
「
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
実
態
調
査
」
の
概
要

―
調
査
方
法
と
推
定
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
偏
り

―

　

本
調
査
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
二
部
構
成
で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
筆
記
ア
ン
ケ
ー
ト
に
て
家
族
構
成
員
の
基
本

情
報
を
確
認
し
た
上
で
、
電
話
ま
た
は
直
接
対
面
の
イ
ン
タ
ビ
ュ（
6
）ーに
て
継
子
養
子
縁
組
、
継
子
の
監
護
教
育
・
扶
養
・
財
産
管
理
及
び
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他
方
実
親
と
の
関
係
の
実
態
を
横
断
的
に
尋
ね
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
は
、
予
め
共
通
の
質
問
事
項
を
設
定
し
な
が
ら
、
回
答
者
に
自

由
に
語
っ
て
頂
く
半
構
造
化
面
接
と
し
た
。
所
要
時
間
は
三
○
分
〜
三
時
間
半
、
平
均
約
一
時
間
半
で
あ
っ
た
。

　

回
答
協
力
者
の
募
集
は
、
次
の
三
つ
の
経
路
で
行
っ
た
。
①
Ｓ
Ａ
Ｊ
の
一
部
会
員
に
対
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
票
を
直
接
手
渡
し
た
。
②
Ｓ

Ａ
Ｊ
の
残
る
全
会
員
に
対
し
、
調
査
告
知
及
び
ア
ン
ケ
ー
ト
票
を
郵
送
し
た
。
③
Ｓ
Ａ
Ｊ
の
Ｈ
Ｐ
上
に
調
査
告
知
及
び
ア
ン
ケ
ー
ト
票
を

設
置
し
た
。
③
は
Ｓ
Ａ
Ｊ
非
会
員
か
ら
の
回
答
も
受
付
け
、W
ink

理
事
長
新
川
て
る
え
氏
の
「
子
連
れ
再
婚
を
考
え
た
時
に
読
む
ブ
ロ

グ
」
等
で
も
告
知
を
行
っ
て
頂
い（
7
）た。
調
査
告
知
に
お
い
て
は
、
調
査
対
象
及
び
回
答
者
を
「
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
（
夫
婦
（
事
実
婚

含
む
）
の
一
方
ま
た
は
両
方
に
以
前
の
結
婚
（
事
実
婚
含
む
）
で
生
ま
れ
た
子
が
い
る
ご
家
庭
）
の
ご
夫
婦
」
と
し
、
更
に
「
前
婚
で
も
う
け
た
子

の
年
齢
、
そ
の
子
と
夫
婦
と
の
同
居
・
別
居
、
及
び
、
そ
の
子
を
も
う
け
た
前
婚
の
解
消
理
由
（
離
婚
か
死
別
か
）
は
問
い
ま
せ
ん
」
と

付
記
し
た
。
な
お
、
夫
婦
揃
っ
て
の
調
査
参
加
の
場
合
も
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
個
人
単
位
で
個
別
に
行
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、
本
調
査
は
全
四
六
名
の
回
答
者
を
得
た
。
そ
の
回
答
デ
ー
タ
は
、
今
後
の
法
的
検
討
に
と
っ
て
き
わ
め
て
貴
重
な
基
礎
資

料
と
な
る
。
但
し
、
そ
れ
は
現
在
の
我
が
国
の
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
一
般
の
姿
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

例
え
ば
、
本
調
査
の
回
答
者
は
、
そ
の
募
集
経
路
か
ら
、
家
族
関
係
に
関
す
る
強
い
問
題
意
識
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る
傾
向
が
推
測
さ
れ

る
。
ま
た
、
回
答
者
の
大
半
は
女
性
（
三
九
名
）
で
あ
り
、
男
性
（
七
名
）
の
回
答
は
少
数
で
あ
る
故
に
代
表
性
の
点
で
問
題
を
含
む
。

更
に
、
女
性
回
答
者
も
、
実
母
が
延
べ
二
三
名
に
対
し
、
継
母
が
延
べ
二
七
名
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
離
婚
後
の
親
権
者
の
約
八
割
が

母
親
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
継
父
実
母
夫
婦
が
圧
倒
的
に
多
い
と
予
測
さ
れ
る
の
で
、
本
調
査
の
デ
ー
タ
は
継
母
側
へ
の
偏
り
が
生
じ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
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二　

継
子
養
子
縁
組
の
締
結
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
回
答
デ
ー
タ
と
そ
の
分
析
結
果

㈠　

前
提
の
確
認

1　

分
析
の
視（
8
）点

　

旧
法
上
、
同
じ
「
家
」
に
属
す
る
継
親
子
は
法
的
な
親
子
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
（
旧
民
法
七
二
八（
9
）条）。
対
し
て
現
行
法
上
は
、
継
親

子
は
当
然
に
親
子
に
な
る
の
で
は
な
く
、
養
子
縁
組
に
よ
り
法
的
な
親
子
に
な
る
か
否
か
を
自
由
に
選
択
で
き
る
。
実
親
継
親
夫
婦
の
婚

姻
関
係
の
発
生
と
継
親
子
の
親
子
関
係
の
発
生
と
を
独
立
的
に
位
置
づ
け
る
法
枠
組
み
で
あ
る
。
当
事
者
の
意
思
＝
養
子
縁
組
に
よ
る
法

的
親
子
関
係
発
生
は
、
継
親
子
の
法
的
親
子
関
係
の
強
制
的
発
生
へ
の
批
判
を
受
け
た
旧
法
か
ら
現
行
法
へ
の
改
正
過
程
で
も
積
極
的
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
正
確
な
件
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
継
子
養
子
縁
組
は
実
際
に
多
数
行
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は

継
親
子
を
全
面
的
な
親
子
と
し
て
整
え
る
有
用
な
手
段
で
あ
る
が
、
そ
の
動
機
と
し
て
は
、
子
の
氏
を
継
父
実
母
夫
婦
の
氏
に
統
一
す
る

目
的
で
の
縁
組
が
多
い
こ
と
に
加
え
、
継
親
子
関
係
そ
れ
自
体
を
超
え
て
夫
婦
関
係
を
強
固
化
す
る
目
的
で
の
縁
組
や
、
子
の
他
方
実
親

に
よ
る
親
権
者
変
更
申
立
の
遮
断
を
企
図
し
た
濫
用
的
な
縁
組
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
る
。
も
し
、
継
子
養
子
縁
組
が
未
成
年
の
子
の
利
益

を
損
な
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
抑
制
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
成
立
要
件
に
家
裁
の
許
可
や
他
方
実
親
の
同
意
を
加
え
よ
う
と
い
う
議

論
は
、
ま
さ
に
縁
組
の
成
立
場
面
に
て
、
そ
の
「
子
の
利
益
」
適
合
性
の
検
証
の
機
会
を
整
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
近
年
は
、

離
婚
後
の
別
居
実
親
子
関
係
の
維
持
は
「
子
の
利
益
」
に
資
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
成
立
手
続
・
効
果
の
両
面
で
他
方
実
親
を
排
除
す

る
よ
う
な
継
親
子
の
法
的
関
係
発
生
に
否
定
的
な
論
調
が
目
立
つ
。

　

か
く
て
、
継
子
養
子
縁
組
の
締
結
プ
ロ
セ
ス
の
実
態

―
誰
が
、
い
つ
、
何
故
、
ど
の
よ
う
に
養
子
縁
組
を
行
う
こ
と
を
判
断
し
た
か

―
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
要
件
論
を
は
じ
め
、
継
子
養
子
縁
組
法
制
の
在
り
方
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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そ
こ
で
、
本
稿
は
こ
の
点
に
焦
点
を
当
て
る
。

　

本
稿
は
、
本
調
査
に
お
い
て
回
答
デ
ー
タ
を
得
た
九
九
件
の
継
親
子
関
係
（
二
者
関
係
）
の
中
で
、
継
子
養
子
縁
組
を
行
っ
た
四
三
件

の
継
親
子
関
係
を
対
象
と
す
る
。
各
ケ
ー
ス
の
紹
介
は
次
の
ル
ー
ル
に
則
っ
て
行
う
。
ま
ず
、
各
ケ
ー
ス
の
世
帯
名
を
婚
姻
年
数
の
短
い

順
に
Ａ
〜
Ｘ
で
示
す
。
更
に
各
世
帯
で
縁
組
を
行
っ
た
子
に
、
年
齢
順
に
①
②
の
数
字
を
付
す
。
例
え
ば
、
Ｄ
家
に
は
子
①
②
③
が
い
る
。

子
①
③
は
妻
の
連
れ
子
、
子
②
は
夫
の
連
れ
子
で
、
各
々
継
子
養
子
縁
組
を
し
た
。
こ
の
時
、「
Ｄ
①
③
」
と
は
、
Ｄ
①
③
子
―
夫
間
の

継
父
子
関
係
を
意
味
す
る
。
ま
た
夫
婦
の
一
方
を
指
す
時
は
、「
Ｄ
妻
」
等
と
示
す
。

2　

継
子
養
子
縁
組
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
の
基
本
デ
ー
タ

　

継
子
養
子
縁
組
を
行
っ
た
の
は
Ａ
〜
Ｘ
の
二
四
世
帯
四
三
件
の
継
親
子
で
、
全
て
当
時
同
居
中
（
ま
た
は
同
居
予
定
）
の
継
親
子
間
で

普
通
養
子
縁
組
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

・ 

継
父
子
：
一
八
世
帯
二
七
件
／
全
二
七
世
帯
四
六
件
中
…
…
Ａ
①
②
、
Ｂ
①
②
、
Ｃ
①
②
、
Ｄ
①
③
、
Ｆ
①
、
Ｇ
①
③
、
Ｈ
①
、
Ｉ

①
、
Ｊ
①
②
、
Ｋ
①
②
、
Ｌ
①
②
、
Ｍ
①
、
Ｎ
①
、
Ｏ
①
②
、
Ｒ
①
、
Ｓ
①
、
Ｖ
①
、
Ｗ
①
。

　

・ 

継
母
子
：
一
二
世
帯
一
六
件
／
全
三
○
世
帯
五
三
件
中
…
…
Ｄ
②
、
Ｅ
①
、
Ｇ
②
、
Ｉ
②
、
Ｊ
③
、
Ｐ
①
②
、
Ｑ
①
②
、
Ｒ
②
、
Ｓ

②
、
Ｔ
①
、
Ｕ
①
②
、
Ｘ
①
②
。

　

そ
の
基
本
デ
ー
タ
を
概
観
す
る
に
、
回
答
者
数
は
全
二
五
名
で
あ
る
。
女
性
は
Ａ
〜
Ｖ
・
Ｘ
妻
の
二
三
名
で
、
内
訳
は
縁
組
時
、
同
居

の
連
れ
子
が
夫
妻
双
方
に
い
た
九
名
、
同
じ
く
妻
の
み
に
い
た
八
名
及
び
夫
の
み
に
い
た
六
名
で
あ
る
。
男
性
は
妻
の
み
に
同
居
の
連
れ

子
が
い
た
Ｂ
・
Ｗ
夫
の
二
名
で
、
Ｂ
は
夫
妻
で
参
加
し
た
。
夫
妻
双
方
に
同
居
の
連
れ
子
が
い
た
世
帯
の
中
で
は
、
Ｄ
・
Ｇ
・
Ｉ
・
Ｊ
・

Ｒ
・
Ｓ
が
夫
妻
共
に
養
子
縁
組
を
行
っ
た
が
、
残
る
Ｆ
・
Ｈ
・
Ｖ
で
は
妻
は
夫
の
連
れ
子
と
養
子
縁
組
し
て
い
な
い
。
Ｃ
・
Ｊ
・
Ｍ
・
Ｓ

妻
は
夫
に
別
居
の
前
婚
の
子
が
い
る
が
、
全
て
継
母
子
間
で
養
子
縁
組
し
て
い
な
い
。
ま
た
Ａ
妻
の
連
れ
子
三
名
中
一
名
は
養
子
縁
組
し

て
い
な
い
。
回
答
者
の
年
齢
は
二
七
〜
六
〇
歳
、
平
均
年
齢
は
三
九
・
八
歳
で
あ
っ
た
。
年
代
別
構
成
は
二
○
代
一
名
、
三
○
代
一
三
名
、
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四
○
代
一
○
名
、
六
○
代
一
名
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
の
対
象
と
な
る
夫
婦
は
Ａ
〜
Ｘ
夫
妻
の
全
二
四
組
で
、
平
均
年
齢
は
夫
が
四
二
・
一
歳
、
妻
が
三
八
・
二
歳
で
あ
っ
た
。
全
て
法

律
婚
で
、
調
査
当
時
三
組
が
離
婚
、
一
組
が
死
別
し
て
い
）
10
（
た
。
婚
姻
期
間
は
一
○
ヶ
月
〜
一
二
年
、
平
均
は
約
四
年
九
ヶ
月
で
、
八
組
が

二
年
以
内
で
あ
っ
た
。
就
労
情
況
は
、
夫
は
全
員
就
労
し
、
妻
は
専
業
主
婦
が
九
組
、
ア
ル
バ
イ
ト
従
事
が
八
組
、
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
が

七
組
で
あ
っ
た
。
夫
婦
の
収
入
合
計
は
約
三
五
〇
万
円
／
年
〜
一
三
○
○
万
円
／
年
、
平
均
約
七
二
○
万
円
／
年
で
あ
っ
た
。
夫
婦
の
居

住
地
は
東
北
が
五
組
、
関
東
が
一
○
組
、
中
部
が
一
組
、
関
西
が
八
組
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
の
対
象
で
あ
る
養
子
縁
組
を
し
た
子
は
、
男
子
二
二
名
、
女
子
二
一
名
で
、
調
査
当
時
の
年
齢
は
三
〜
三
七
歳
、
平
均
一
四
・
三

歳
で
あ
っ
た
。
継
親
と
の
年
齢
差
は
一
○
〜
四
四
歳
、
平
均
二
六
・
一
歳
で
、
Ｉ
①
・
Ｋ
①
②
・
Ｔ
①
子
を
除
き
全
て
一
八
歳
以
上
の
差

が
あ
っ
た
。
そ
の
実
父
母
の
婚
姻
解
消
は
、
Ｐ
①
②
・
Ｔ
①
・
Ｘ
①
②
子
が
実
母
と
死
別
し
た
他
は
全
て
離
婚
・
離
別
で
、
Ｒ
②
・
Ｓ
②

子
を
除
く
全
員
が
離
婚
・
離
別
時
に
、
Ｒ
②
・
Ｓ
②
子
は
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
縁
組
時
の
同
居
実
親
側
に
引
き
取
ら
れ
た
。

㈡　

継
子
養
子
縁
組
の
締
結
時
期

　

養
子
縁
組
は
、
養
親
子
と
な
る
者
の
合
意
に
基
づ
く
届
出
の
受
理
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
こ
で
、
養
子
縁
組
の
届
出
時
期
＝
成
立
時

期
で
あ
る
が
、
本
稿
対
象
中
、
婚
姻
届
出
と
（
ほ
ぼ
）
同
時
に
縁
組
を
届
出
た
ケ
ー
ス
は
次
の
通
り
で
あ
る
（（ 

）
内
は
婚
姻
届
出
と
の
ず

れ
を
指
す
。
表
記
が
な
い
…
…
場
合
は
同
時
）。

　

・ 

継
父
子
：
一
六
世
帯
二
二
件
…
…
Ａ
①
②
（
婚
姻
届
出
の
一
ヵ
月
前
）、
Ｂ
①
②
、
Ｃ
②
（
二
日
後
）、
Ｄ
①
③
、
Ｆ
①
、
Ｇ
①
③
、
Ｈ

①
、
Ｉ
①
、
Ｊ
①
②
、
Ｌ
①
②
、
Ｍ
①
、
Ｎ
①
、
Ｒ
①
、
Ｓ
①
（
一
ヵ
月
前
）、
Ｖ
①
Ｗ
①
、

　

・ 

継
母
子
：
六
世
帯
六
件
…
…
Ｄ
②
、
Ｇ
②
、
Ｉ
②
、
Ｊ
③
、
Ｒ
②
、
Ｓ
②
（
一
ヵ
月
前
）。

　

こ
れ
ら
は
婚
姻
の
ス
タ
ー
ト
地
点
で
の
縁
組
で
あ
る
が
、
Ａ
①
②
・
Ｂ
①
②
・
Ｌ
①
②
・
Ｓ
①
・
Ｒ
②
は
届
出
前
の
同
居
を
、
Ｄ
①
②
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③
・
Ｆ
①
・
Ｉ
①
・
Ｊ
①
②
③
・
Ｍ
①
・
Ｒ
①
も
や
は
り
届
出
前
に
継
親
子
間
の
相
当
の
交
流
を
、
各
々
経
て
い
る
。
ま
た
継
母
子
ケ
ー

ス
は
全
て
妻
の
連
れ
子
も
同
時
に
縁
組
を
行
っ
て
い
た
。

　

対
し
て
、
婚
姻
届
出
か
ら
相
当
期
間
経
過
後
に
縁
組
届
出
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

・ 

継
父
子
：
三
世
帯
五
件
…
…
Ｃ
①
（
婚
姻
届
出
の
一
年
後
）、
Ｋ
①
②
（
二
年
九
ヵ
月
後
）、
Ｏ
①
（
四
年
半
後
）・
②
（
二
年
半
後
）。

　

・ 

継
母
子
：
六
世
帯
一
〇
件
…
…
Ｅ
①
（
一
年
後
）、
Ｐ
①
②
（
一
ヵ
月
後
）、
Ｑ
①
②
（
二
年
後
）、
Ｕ
①
②
（
五
年
後
）、
Ｔ
①
（
三
ヵ

月
後
）、
Ｘ
①
②
（
一
二
年
後
）。

　

継
父
子
ケ
ー
ス
は
各
々
、
婚
姻
当
初
、
子
（
Ｃ
①
・
Ｏ
①
）、
子
の
別
居
実
父
（
Ｏ
①
②
）
や
継
父
方
祖
父
母
（
Ｋ
①
②
）
が
養
子
縁
組

に
反
対
し
て
い
た
。
ま
た
、
継
母
子
ケ
ー
ス
は
全
て
、
妻
自
身
に
連
れ
子
が
い
な
い
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
な
お
、
Ｐ
①
②
は
婚
姻
届
出
前

に
約
一
年
間
の
同
居
を
経
て
い
た
。

㈢　

継
子
養
子
縁
組
の
締
結
プ
ロ
セ
ス
へ
の
子
及
び
他
方
実
親
の
関
与
状
況

　

現
行
法
上
は
、
も
し
一
五
歳
未
満
の
子
自
身
や
子
の
親
権
・
監
護
権
を
持
た
な
い
実
親
が
養
子
縁
組
に
反
対
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
見

が
家
裁
の
審
理
の
場
等
で
聴
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
を
無
視
し
て
養
子
縁
組
で
き
る
。
し
か
し
、
近
年
、
子
に
関
す
る
諸
決
定
の
手

続
に
子
自
身
が
参
加
す
る
べ
き
こ
と
、
及
び
、
特
に
継
子
養
子
縁
組
の
締
結
に
実
父
母
が
共
に
関
わ
る
べ
き
こ
と
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
、
実
際
の
縁
組
締
結
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
子
自
身
と
他
方
実
親
の
関
与
の
在
り
方
を
確
認
す
）
11
（

る
。

1　

子
の
関
与

―
養
子
縁
組
に
関
す
る
説
明
及
び
意
向
確
認
の
有
無

―

　

本
稿
対
象
ケ
ー
ス
中
、
成
年
養
子
は
Ｘ
①
②
の
み
で
、
他
は
全
て
未
成
年
養
子
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
縁
組
時
に
子
が
一
五
歳
以
上

で
あ
っ
た
の
は
Ｃ
①
・
Ｉ
①
②
・
Ｊ
①
・
Ｋ
①
の
五
件
、
他
は
一
五
歳
未
満
の
子
に
つ
き
親
権
を
持
つ
実
親
の
代
諾
で
縁
組
を
行
っ
た
。

こ
の
時
、
子
の
意
向
は
い
か
に
扱
わ
れ
た
か
。
実
親
継
親
夫
婦
か
ら
子
に
対
す
る
養
子
縁
組
の
説
明
及
び
子
の
意
向
確
認
の
有
無
を
、
子
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の
年
齢
別
に
整
理
す
る
と
表
１
の
通
り
に

な
っ
た
。

　

子
の
意
向
を
確
認
し
た
ケ
ー
ス
は
、
子

が
比
較
的
年
長
で
あ
っ
た
。
子
の
反
応
は
、

「
泣
い
て
喜
ん
だ
」（
Ｕ
①
子
）
等
、
大
半

が
異
論
な
か
っ
た
と
い
う
一
方
、
氏
の
変

更
に
つ
い
て
「
し
ょ
う
が
な
い
な
」
と
答

え
た
Ｌ
①
②
子
や
、
や
は
り
氏
の
変
更
に

抵
抗
が
あ
っ
て
当
初
縁
組
を
拒
否
し
た
Ｏ

①
子
等
も
見
ら
れ
た
。
対
し
て
、
子
の
意

向
を
確
認
し
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
で
は
、
学

齢
期
前
の
子
が
目
立
っ
た
。
意
向
確
認
を

行
わ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
も
、
概
し
て
、

子
が
幼
く
養
子
縁
組
を
理
解
で
き
な
い
点

が
指
摘
さ
れ
た
。
特
に
Ｈ
①
・
Ｒ
②
子
は
、

そ
も
そ
も
継
父
／
母
を
実
父
／
母
と
思
い

込
ん
で
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

表１　 15歳未満の子に対する、継子養子縁組に関する説明及び意向確認の有無
―子の年齢別整理

子の年齢

意向確認の有無

中学生～
15歳未満 小学校高学年 小学校低学年 学齢期前

総計 34件 ４件 10件 ７件 13件

説明・意向確認
を行ったケース

継父子 ６世帯10件 A①、O①
B①、J②、
L①②K②、
O②

A②、B② なし　

継母子 ３世帯４件
（※１） T①、U① U② E① なし

合計 ９世帯14件
（※２） ４世帯４件 ６世帯７件 ３世帯３件 なし

説明・意向確認
を行わなかった
ケース

継父子 11世帯13件 なし F①（※３） C②、D①③、
M①

G①③、H①、
N①、R①、
S①、V①、
W①

継母子 ５世帯７件
（※1） なし Q①② なし G②、P①②

R②、S②

合計 13世帯20件
（※２） なし ２世帯３件 ３世帯４件 ８世帯13件

※１…D②子（小学校低学年）、J ③子（小学校低学年）は説明及び意向確認の有無が不明である。
※２…「世帯」数の合計を数える時は、同じ夫婦の許にいる子のケースを、継父子ケースと継母子
ケースを各々区別せずにまとめて１つとして数えるため、合計欄と各項目の世帯数の総和とが
一致しない。

※３…下線付きは、子の氏の変更に関する意向確認が行われたことが判明したケースである。
※４…成年子はX①②の１世帯２件、15～19 歳の子は、C①、I ①②、J ①、K①の４世帯５件で、

いずれも子の意向を確認している。



法学政治学論究　第89号（2011.6）

104

　

2 　

他
方
実
親
の
関
与

―
養
子
縁
組
に
関
す

る
意
向
確
認
及
び
報
告
の
有
無

―

　

他
方
実
親
（
全
員
別
居
）
の
関
与
を
、
縁
組
時

の
面
会
交
流
・
養
育
費
支
払
い
状
況
別
に
整
理
す

る
と
表
２
の
通
り
に
な
っ
た
。

　

意
向
確
認
を
受
け
た
Ｍ
①
・
Ｏ
①
②
・
Ｖ
①
子

の
別
居
実
父
は
全
員
、
子
の
当
時
の
親
権
者
で
あ

っ
た
。
実
父
母
の
離
婚
時
に
実
父
を
親
権
者
、
実

母
を
監
護
権
者
に
取
り
決
め
た
も
の
で
、
養
子
縁

組
に
際
し
て
は
調
停
に
よ
り
親
権
者
を
実
母
に
変

更
し
、
実
母
が
代
諾
を
行
っ
た
。
こ
の
う
ち
面
会

交
流
及
び
養
育
費
支
払
い
を
行
っ
て
い
た
Ｍ
①
・

Ｏ
①
②
子
の
実
父
は
当
初
、
親
権
者
変
更
及
び
養

子
縁
組
に
反
対
し
て
い
た
。
Ｍ
①
子
の
実
父
は

「
氏
が
自
分
と
違
っ
た
ら
自
分
の
子
と
は
思
え
な

い
」
と
の
考
え
方
で
、
親
権
者
変
更
に
つ
き

「（
子
を
）
嫁
に
出
す
よ
う
な
気
持
ち
だ
か
ら
、
相

手
も
ど
ん
な
奴
か
知
ら
な
い
の
に
、
子
を
『
は
い

ど
う
ぞ
』
と
言
え
な
い
」
と
、
Ｍ
夫
と
の
協
議
を

表２　他方実親への養子縁組に関する意向確認及び事後報告の有無
　　　―縁組当時の面会・養育費支払い状況別整理

合計 面会・養育費支
払い共にあり

面会あり
養育費支払いなし

面会なし
養育費支払いあり

面会・養育費支
払い共になし

合計
継父子 18世帯27件 ６世帯11件 ２世帯３件 ６世帯８件 ５世帯５件

継母子 ７世帯９件
（※１） １世帯１件 なし なし ６世帯８件

意向確認あり
継父子 ３世帯４件 M①、O①②

（※２） なし なし V①（※２）

継母子 なし なし なし なし なし

意向確認なし
事後報告あり

継父子 ５世帯９件 B①③、J①②、
L①② なし R① K①②

継母子 １世帯２件 なし なし なし U①②

意向確認・
事後報告
共になし

継父子 10世帯14件 D①③ A①②、F①
C①②（※３）、
G①③、I①、
S①、W①

H①、N①

継母子 ６世帯７件 E① なし なし
D②、G②、
Q①②、R②、
S②

※１…I ②子、J ③子は不明。なお、P ①②、T ①、X①②子は、実母と死別している。
※２…M①、O①②、V①子の別居実父は全員、当時、子の親権を有していた。
※３…下線付きのケースは、再婚の報告も行っていないことが確認されたケースである。
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求
め
、
協
議
を
経
て
漸
く
親
権
者
変
更
に
応
じ
た
。
Ｏ
①
②
子
の
実
父
は
親
権
に
強
く
拘
り
、「（
Ｏ
家
で
）
子
が
上
手
く
や
っ
て
行
け
る

の
か
と
い
う
警
戒
感
」
を
理
由
に
反
対
し
て
い
た
。
加
え
て
特
に
Ｏ
①
子
自
身
も
実
父
と
同
じ
氏
の
継
続
を
希
望
し
、
養
子
縁
組
を
拒
ん

で
い
た
が
、
最
終
的
に
Ｏ
①
子
が
養
子
縁
組
に
同
意
し
た
こ
と
で
、
実
父
も
考
え
を
変
え
た
。

　

他
方
、
別
居
実
親
の
意
向
を
確
認
し
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
は
全
て
、
当
時
、
同
居
実
親
が
親
権
者
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
中
で
は
、

別
居
実
親
に
養
子
縁
組
を
事
後
報
告
し
た
ケ
ー
ス
よ
り
未
報
告
の
ケ
ー
ス
の
方
が
多
か
っ
た
。
未
報
告
ケ
ー
ス
で
は
縁
組
当
時
、
面
会
交

流
が
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
が
目
立
っ
た
。

㈣　

継
親
実
親
夫
婦
の
縁
組
意
思

―
「
養
子
縁
組
を
行
う
と
い
う
こ
と
へ
向
け
て
抱
い
た
考
え
」

―

1　

継
親
実
親
夫
婦
の
「
縁
組
意
思
」

　

以
上
、
養
子
縁
組
の
締
結
手
続
に
関
与
す
る
権
利
を
欠
く
子
自
身
及
び
他
方
実
親
は
、
実
際
の
縁
組
締
結
へ
の
関
与
も
限
定
的
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
次
に
、
縁
組
締
結
に
関
与
す
る
権
利
を
有
す
る
継
親
実
親
夫
婦
に
よ
る
縁
組
締
結
の
実
態
を
検
討
す
る
。
即
ち
養
子

縁
組
は
養
親
子
に
な
る
者
の
縁
組
意
思
の
合
致
に
よ
り
成
立
す
る
が
、
本
稿
対
象
ケ
ー
ス
の
殆
ど
は
一
五
歳
未
満
の
子
の
縁
組
で
あ
り
、

親
権
者
た
る
実
親
が
子
に
代
わ
っ
て
縁
組
意
思
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
縁
組
意
思
と
は
何
か
」
で
あ
る
が
、
縁
組
意
思
の
有

無
を
縁
組
の
成
否
の
判
断
基
準
と
し
て
位
置
づ
け
な
が
ら
、
こ
の
点
を
検
討
し
て
き
た
従
来
の
議
論
は
、
基
本
的
に
継
子
養
子
縁
組
を
念

頭
に
置
い
て
い
な
い
。
即
ち
、
か
つ
て
の
通
説
・
判
例
は
縁
組
意
思
と
し
て
、
社
会
通
念
上
実
質
的
に
親
子
と
認
め
ら
れ
る
関
係
を
形
成

す
る
意
思
を
（
実
質
的
意
思
）
12
（

説
）、
近
時
の
有
力
説
は
縁
組
に
伴
う
法
的
効
果
に
着
目
し
、「
養
子
縁
組
の
効
果
の
基
本
的
部
分
」
や
「
民

法
上
の
養
親
子
関
係
の
定
型
」
へ
の
積
極
的
な
意
欲
を
（
法
的
意
思
説
・
法
律
的
定
型
説
）
各
々
求
め
、
こ
れ
ら
意
思
を
欠
く
仮
装
縁
組
等

の
成
立
を
否
定
し
て
き
た
。
近
年
の
判
例
の
判
断
枠
組
み
と
し
て
は
、
関
係
の
実
体
、
法
的
効
果
へ
の
意
欲
、
縁
組
目
的
の
違
法
性
等
の

諸
点
を
総
合
的
に
見
て
、
ま
ず
縁
組
の
妥
当
性
を
、
次
に
縁
組
意
思
の
存
否
を
判
断
し
、
特
に
未
成
年
養
子
で
は
子
に
養
育
責
任
者
と
し
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て
の
親
を
与
え
る
と
い
う
制
度
趣
旨
か
ら
、
養
親
子
の
実
体
的
監
護
関
係
の
存
否
を
重
視
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
に
対
し
、

継
子
養
子
縁
組
は
基
本
的
に
、
監
護
親
の
婚
姻
に
伴
う
継
親
子
の
実
体
的
な
共
同
生
活
・
監
護
関
係
の
成
立
を
前
提
に
行
わ
れ
る
。
本
稿

対
象
ケ
ー
ス
も
全
て
、
相
当
の
年
齢
差
の
あ
る
継
親
子
が
同
居
し
、
多
少
と
も
監
護
関
係
を
結
ん
で
い
）
13
（
た
。
か
か
る
場
合
、
従
来
の
議
論

枠
組
み
の
下
で
は
縁
組
意
思
の
存
否
は
お
よ
そ
問
題
に
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
か
く
て
継
親
子
の
実
体
的
関
係
の
存
在
が
前
提
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
度
は
、
何
故
、
そ
の
関
係
を
養
子
縁
組
に
よ
り
敢
え

て
「
法
的
な
親
子
」
と
し
て
表
そ
う
と
し
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
時
、「
当
事
者
が
『
養
子
縁
組
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
向
け
て

ど
の
よ
う
な
考
え
』
を
持
ち
な
が
ら
縁
組
を
行
っ
た
か
」

―
ひ
い
て
は
継
子
養
子
縁
組
が
当
事
者
に
と
っ
て
有
し
て
い
た
意
味
を
き
め

細
か
に
探
る
こ
と
は
、
特
に
継
子
養
子
制
度
の
今
後
の
在
り
方
を
考
究
す
る
手
が
か
り
を
求
め
て
、「
継
子
養
子
縁
組
と
は
何
か
」
を
明

ら
か
に
す
る
試
み
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
従
来
の
縁
組
意
思
の
議
論
枠
組
み
か
ら
は
離
れ
て
、
そ
の
形
成
の
背
景

事
情

―
い
わ
ば
動
機
レ
ベ
ル
に
ま
で
踏
み
込
み
な
が
ら
、
当
事
者
夫
婦
が
実
際
に
「
養
子
縁
組
を
行
う
と
い
う
こ
と
へ
向
け
て
抱
い
た

考
え
」
と
い
う
意
味
で
の
、
生
の
「
縁
組
意
思
」
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
。
そ
し
て
そ
の
手
法
と
し
て
は
、
従
来
の
議
論
の
蓄
積
に

照
ら
し
、
や
は
り
養
子
縁
組
と
は
「『
法
的
な
親
子
』
に
な
る
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
縁
組
に
伴
う
法
的
効
果
へ
の
意
欲
」
及
び

「
実
体
的
な
親
子
関
係
を
形
成
す
る
意
思
」
の
各
点
を
軸
に
、
分
析
を
行
う
。

　

そ
し
て
、
そ
の
分
析
結
果
を
先
取
り
す
る
に
、
今
回
、
継
父
子
ケ
ー
ス
と
継
母
子
ケ
ー
ス
と
で
養
子
縁
組
を
行
う
と
い
う
判
断
プ
ロ
セ

ス
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
以
下
、
各
々
を
順
に
眺
め
る
が
、
そ
の
前
に
「
夫
婦
が
積
極
的
に
意
欲
し
た

―
即
ち
、
そ
の

発
生
が
縁
組
の
実
質
的
目
的
と
な
っ
て
い
た
法
的
効
果
」、
及
び
、「
夫
婦
に
お
け
る
継
親
子
の
実
体
的
関
係
へ
の
意
思
と
養
子
縁
組
の
意

義
づ
け
と
の
関
連
」
と
い
う
各
点
か
ら
各
ケ
ー
ス
を
整
理
し
て
、
次
の
表
３
・
図
１
に
表
し
、
全
体
像
を
示
す
。
な
お
、
本
分
析
の
対
象

は
、
本
稿
対
象
ケ
ー
ス
た
る
Ａ
〜
Ｘ
の
全
二
四
組
の
夫
妻
で
は
な
く
、
夫
は
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｏ
・
Ｗ
夫
（
全
て
継
父
。
実
父
は
な

し
）、
妻
は
Ａ
〜
Ｖ
・
Ｘ
妻
（
実
母
・
継
母
）
に
限
定
す
る
。
故
に
、
本
来
二
者
間
の
意
思
の
合
致
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
と
り
上
げ
る
べ
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表３　継子養子縁組締結の判断において積極的に意欲された法的効果
意欲された効果
（氏統一以外） 親権 扶養

（手当含む） 相続 親権・
相続　

親権・別
居実親の
排除

扶養（手
当含む）・
相続

包括的
権利義務 なし

継
父
子

ケ
ー
ス

夫

氏の統一の積
極的な意欲あり O①②夫 Ａ①②夫 G①③夫 H①夫

B①②夫
C①②夫
W①夫

氏の統一の積
極的な意欲なし

妻

氏の統一の積
極的な意欲あり

F①妻
J①②妻 H①妻 A①②妻

M①妻

B①②妻
D①③妻
I ①妻
S①妻
V①妻

氏の統一の積
極的な意欲なし G①③妻 K①②妻 L①②妻

C①②妻
N①妻
O①②妻
R①妻

継
母
子

ケ
ー
ス

妻 ― T ①妻
G②妻
J③妻
X①②妻

E①妻
P①②妻 U①②妻 Q①②妻

D②妻
I ②妻
S②妻
R②妻

※１…下線付きは、養子縁組当時、子が既に 15 歳以上であったケースの父母の意向である。なお、こ
れら子自身における明確な法的効果への意欲は確認出来なかった。

※２…継父子ケースにおけるD・Ｆ・I・K・Ｎ・R・S・Vの各夫・W妻、及び、継母子ケースの全夫
は、その養子縁組に対する意向内容を明確に確認できなかったため、この分析対象に含めない。従
って本表で紹介するのは、A・B・C・G・H・O・W夫（全て継父）及び、A～ V・X妻である。

※３…G・N・R妻は、氏の統一を積極的に意欲した、即ちこれを縁組の目的としていた訳ではないの
で、「積極的な意欲なし」の方に分類したものの、縁組による氏の統一を当然視していたという点
では、氏の統一への意欲があったとも言える点に注意を要する。また、K妻は、母子側の氏を婚姻
氏としたため、そもそも氏の統一への意欲が問題にならないが、今回は「積極的な意欲なし」に含
めた。

※４…継母子ケースはいずれも、父子側の氏を婚姻氏としたため、そもそも氏の統一への意欲が問題に
ならなかった。
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養
子
縁
組
→
継
親
子
の
関
係
性
の

　
　
　
　
　
明
確
化
・
強
固
化

　
※
継
親
子
関
係
の
強
固
化
目
的

　
※
継
親
子
関
係
の
実
態
の
明
確
化
・
追
認

養
子
縁
組
→
夫
婦
・「
家
族
全
体
」
の
関
係

　
　
　
　
　
の
明
確
化
・
強
固
化

　
※「
家
族
の
一
体
感
」
強
化
の
目
的

　
※
実
親
た
る
配
偶
者
へ
の

　
　
ア
ピ
ー
ル
目
的
／
配
慮
の
結
果
　

養
子
縁
組
＝
専
ら
法
的
効
果
発
生
の
手
段

養
子
縁
組
＝
婚
姻
に
伴
う
手
続
・
過
程
の
一
環

　
　
　
…
養
子
縁
組
へ
の
意
欲
が
不
明
確
     

「
親
子
に
な
ろ
う
」
／
「
親
子
に
な
っ
て
欲
し
い
」

と
い
う
意
思
が
基
本
的
・
明
確
で
あ
る

（
ア
）

継
父

C・G・H・
O・W夫

（
ウ
）

実
母

G・J・
S・V妻

（
サ
）

継
母
E・J

P・Q・R・
S・U妻

（
シ
）

継
母
G妻

（
イ
）

継
父
B夫

（
エ
）

実
母

D・H・M
妻

（
ス
）

継
母

T・X妻

（
オ
）

実
母

C・N
妻

（
セ
）

継
母
D妻

「
親
子
」
以
外
の
関
係
性
へ
の
意
思

が
む
し
ろ
明
確
に
認
め
ら
れ
る

（
カ
）

継
父

A・(C)
夫

（
ク
）

実
母
B・O妻

（
キ
）

実
母
L妻

（
ソ
）

継
母I妻

（
ケ
）

実
母

A・F・I・K
妻

（
コ
）

実
母
R妻

図
１
　
継
親
子
の
実
体
的
関
係
へ
の
意
思
と
養
子
縁
組
の
意
義
づ
け
の
関
連
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き
縁
組
意
思
で
あ
る
が
、
生
憎
、
本
分
析
で
の
把
握
・
検
討
は
部
分
的
・
片
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
本
稿
対
象
ケ
ー
ス
に
お
け
る
縁
組

意
思
の
全
貌
解
明
は
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
本
調
査
は
個
人
単
位
の
聞
き
取
り
調
査
で
、
本
稿
対
象
ケ
ー
ス
で
は
、
Ｂ
夫
妻
以

外
は
夫
婦
の
一
方
の
み

―
Ｗ
は
夫
、
他
は
全
て
妻

―
の
参
加
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
妻
ら
か
ら
伝
え
聞
い
た
夫
の
縁
組
締
結
へ
の
関
与

を
見
る
に
、
縁
組
を
積
極
的
に
提
案
す
る
等
主
導
的
な
立
場
で
関
わ
っ
た
の
は
Ａ
・
Ｃ
・
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｏ
夫
（
全
て
継
父
）
で
あ
っ
た
。
他

は
概
ね
妻
（
実
母
・
継
母
）
が
縁
組
を
主
導
し
、
特
に
Ｆ
・
Ｓ
夫
（
共
に
継
父
）
及
び
Ｅ
・
Ｐ
・
Ｑ
・
Ｓ
・
Ｔ
・
Ｕ
・
Ｘ
夫
（
全
て
実
父
。

な
お
Ｘ
夫
は
死
亡
）
は
妻
に
任
せ
き
り
、
Ｄ
・
Ｎ
・
Ｒ
夫
婦
も
取
り
立
て
て
話
し
合
い
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
Ｗ
夫
妻
は
、
Ｗ

夫
の
回
答
か
ら
Ｗ
妻
の
意
思
の
詳
細
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
か
よ
う
な
状
況
か
ら
、
そ
の
縁
組
意
思
の
内
容
の
大
部
分
が
不
明
確
な
多

く
の
夫
達
及
び
Ｗ
妻
は
、
本
分
析
対
象
か
ら
原
則
と
し
て
除
外
す
る
。
ま
た
分
析
対
象
た
る
夫
も
、
そ
の
意
向
内
容
は
Ｂ
・
Ｗ
夫
を
除
き
、

妻
ら
の
伝
聞
を
経
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
夫
よ
り
も
む
し
ろ
妻
側
の
思
考
内
容
を
示
唆
す
る
可
能
性
さ
え
あ
る
。
か
く
て
特
に

夫
の
意
向
に
つ
い
て
は
、
諸
留
保
を
承
知
の
上
で
眺
め
ら
れ
た
い
。
な
お
、
子
が
縁
組
時
一
五
歳
以
上
で
あ
っ
た
Ｃ
①
・
Ｉ
①
②
・
Ｊ

①
・
Ｋ
①
で
は
、
実
母
の
意
向
は
厳
密
に
は
縁
組
意
思
で
は
な
い
が
、
子
の
判
断
プ
ロ
セ
ス
に
実
質
的
に
影
響
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
同

様
に
分
析
対
象
と
す
る
。

2　

継
父
子
間
の
養
子
縁
組
に
お
け
る
法
的
効
果
へ
の
積
極
的
な
意
欲

　

継
父
（
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｏ
・
Ｗ
夫
）、
及
び
、
実
母
（
Ａ
〜
Ｄ
、
Ｆ
〜
Ｏ
、
Ｒ
・
Ｓ
・
Ｖ
妻
）
に
て
養
子
縁
組
に
伴
う
諸
効
果
が
い

か
に
意
欲
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
積
極
的
に
求
め
た

―
即
ち
、
そ
の
発
生
を
目
的
と
し
て
養
子
縁
組
を
行
っ
た
と
い
う
回
答
が

多
い
効
果
か
ら
順
に
、
横
断
的
に
眺
め
る
。

　

⑴　

氏

　

最
も
多
く
の
夫
婦
が
積
極
的
に
意
欲
し
た
の
は
、
子
が
夫
と
氏
を
同
じ
く
す
る
効
果
で
あ
る
。
即
ち
、
継
父
実
母
夫
婦
が
夫
の
氏
を
婚

姻
氏
と
し
）
14
（
た
際
、
妻
の
連
れ
子
の
氏
も
合
わ
せ
て
夫
婦
の
氏
に
変
更
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
Ａ
・
Ｂ
・
Ｈ
夫
妻
、
Ｃ
・
Ｇ
・
Ｏ
・
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Ｗ
夫
、
Ｄ
・
Ｆ
・
Ｉ
・
Ｊ
・
Ｍ
・
Ｓ
・
Ｖ
妻
の
計
一
四
世
帯
（
二
一
件
）
が
意
欲
し
、
中
で
も
Ｂ
夫
妻
、
Ｃ
・
Ｗ
夫
及
び
Ｄ
・
Ｉ
・
Ｓ
・

Ｖ
妻
は
、
縁
組
の
法
的
効
果
と
し
て
は
専
ら
子
の
氏
の
変
更
の
み
を
積
極
的
に
意
欲
し
た
。
更
に
Ｊ
・
Ｍ
・
Ｖ
妻
を
除
く
全
員
が
戸
籍
の

統
一
目
的
も
指
摘
し
た
。
但
し
、
婚
姻
前
の
実
母
子
の
氏
・
戸
籍
の
異
同
は
、
表
面
的
な
呼
称
と
し
て
の
氏
は
全
実
母
子
で
共
通
で
あ
っ

た
が
、
厳
密
な
意
味
で
の
氏
・
戸
籍
は
別
々
の
ケ
ー
ス
も
あ
っ
）
15
（
た
。
な
お
、
Ｃ
①
と
Ｏ
①
②
を
除
く
全
ケ
ー
ス
で
、
縁
組
届
出
は
婚
姻
届

出
と
（
ほ
ぼ
）
同
時
に
行
わ
れ
て
い
た
。

　

そ
れ
で
は
、
何
故
、
子
の
氏
・
戸
籍
の
統
一
を
求
め
た
の
か
。
ま
ず
妻
は
、
自
身
の
婚
姻
に
伴
う
改
氏
に
よ
り
自
身
と
連
れ
子
の
氏
・

戸
籍
が
別
々
に
な
る
こ
と
、
及
び
、
そ
れ
に
よ
る
子
の
不
利
益
の
回
避
を
望
ん
で
い
た
。
具
体
的
に
は
、
母
子
の
氏
が
不
揃
い
で
あ
る
こ

と
に
伴
う
実
生
活
上
の
不
便
（
Ｄ
妻
）
や
受
験
・
就
職
等
に
お
け
る
子
の
不
利
益
（
Ｉ
妻
）
と
い
っ
た
現
実
的
な
懸
念
の
他
、「
子
の
戸

籍
が
独
り
に
な
る
の
は
可
哀
相
」（
Ｆ
・
Ｉ
・
Ｓ
妻
）
等
の
想
い
も
指
摘
さ
れ
た
。
更
に
、
書
類
や
表
札
上
の
氏
の
不
統
一
故
に
、
学
校
や

社
宅
等
で
奇
異
な
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
抵
抗
感
も
、
妻
ら
を
養
子
縁
組
へ
と
向
か
わ
せ
て
い
た
（
Ｍ
・
Ｓ
妻
）。
Ｓ
妻
は
、「
普
通
の

家
（
と
い
う
形
を
整
え
た
か
っ
た
）、
新
し
い
お
父
さ
ん
と
か
…
…
一
々
説
明
す
る
の
も
…
…
珍
し
い
目
で
見
ら
れ
て
い
た
の
も
嫌
で
、
だ

か
ら
早
く
籍
を
入
れ
て
早
く
統
一
し
た
（
か
っ
た
）」
の
で
、
Ｓ
①
子
の
小
学
校
入
学
前
に
氏
を
揃
え
よ
う
と
し
た
と
語
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
夫
ら
の
方
で
は
、
基
本
的
に
「
家
族
の
一
体
感
」
を
求
め
て
い
た
よ
う
で
、
特
に
Ａ
・
Ｗ
夫
に
つ
い
て
は
、
そ
の

「
家
」
意
識
の
強
さ
が
窺
わ
れ
た
（
詳
細
は
後
述
３
⑴
参
照
）。

　

と
こ
ろ
で
、
子
の
氏
を
夫
婦
の
氏
に
変
更
す
る
手
段
と
し
て
は
、
養
子
縁
組
以
外
に
家
裁
の
許
可
手
続
も
利
用
出
来
る
（
民
法
七
九
一

条
）。
し
か
し
、
氏
の
変
更
を
求
め
た
夫
妻
の
中
で
は
Ｄ
・
Ｉ
・
Ｊ
・
Ｖ
妻
及
び
Ｏ
・
Ｗ
夫
が
同
手
続
を
知
ら
ず
、
こ
の
う
ち
Ｏ
夫
を
除

く
全
員
が
法
的
効
果
と
し
て
専
ら
氏
の
変
更
の
み
を
意
欲
し
て
い
た
。
例
え
ば
Ｄ
妻
は
、
夫
が
役
所
の
戸
籍
課
で
婚
姻
届
入
手
時
に
子
連

れ
再
婚
で
あ
る
旨
を
告
げ
た
と
こ
ろ
、
子
①
③
の
氏
を
夫
婦
の
氏
に
揃
え
る
た
め
に
養
子
縁
組
が
必
要
で
あ
る
と
指
導
を
受
け
た
の
で
縁

組
を
行
っ
た
。
こ
の
時
、
役
所
か
ら
は
家
裁
の
許
可
手
続
の
指
摘
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
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他
方
、
Ｇ
・
Ｎ
・
Ｒ
妻
は
、
子
の
氏
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
望
む
云
々
以
前
の
、
自
身
の
婚
姻
改
氏
に
伴
う
当
然
の
こ
と
と
い

う
感
覚
で
あ
っ
た
と
い
う
。
Ｎ
妻
は
「
家
族
は
皆
当
た
り
前
に
同
じ
名
前
に
な
る
」
と
考
え
、
縁
組
な
し
で
は
子
と
氏
が
別
に
な
る
と
い

う
発
想
す
ら
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
に
対
し
て
、
子
の
氏
の
変
更
に
抵
抗
を
感
じ
た
の
が
Ｌ
妻
、
氏
の
変
更
を
必
要
視
し
な
か
っ
た
の
が
Ｏ
妻
で
あ
る
。
Ｌ
妻
は
氏
の

変
更
は
子
に
と
っ
て
「
大
き
な
ス
ト
レ
ス
」
と
捉
え
、
Ｏ
妻
も
「
名
字
が
同
じ
だ
と
尚
良
い
け
れ
ど
、
違
う
か
ら
家
族
じ
ゃ
な
い
と
は
思

わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
実
際
、
Ｏ
①
子
は
別
居
実
父
と
同
じ
氏
（
前
婚
氏
）
の
維
持
に
強
く
拘
り
、
氏
の
変
更
及
び
養
子
縁
組
を
相
当

期
間
に
わ
た
り
固
辞
し
て
い
た
（
二
㈢
参
照
）。
ま
た
、
Ｃ
①
子
（
一
五
歳
以
上
）
は
、
実
父
母
の
離
婚
時
に
実
母
の
旧
氏
に
変
更
し
て
い

た
の
で
、
婚
姻
と
同
時
に
養
子
縁
組
を
す
る
と
高
校
在
学
中
に
そ
の
分
も
含
め
て
氏
の
変
更
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
事
情
か
ら

養
子
縁
組
を
延
期
し
た
。
Ｏ
①
・
Ｃ
①
共
に
、
子
の
氏
の
変
更
の
効
果
が
、
む
し
ろ
養
子
縁
組
の
障
害
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
ま

た
、
Ａ
①
②
・
Ｉ
①
・
Ｖ
①
子
は
、
養
子
縁
組
後
も
一
定
期
間
、
旧
氏
（
前
婚
氏
）
を
通
称
と
し
て
使
用
し
続
け
て
い
た
。

　

⑵　

相
続

　

子
に
お
け
る
継
父
の
相
続
権
の
取
得
を
積
極
的
に
意
欲
し
た
の
が
、
Ａ
夫
妻
、
Ｇ
・
Ｈ
夫
、
Ｆ
・
Ｊ
・
Ｋ
・
Ｌ
・
Ｍ
妻
の
計
八
世
帯

（
一
三
件
）
で
あ
る
。
特
に
、
Ｋ
妻
は
専
ら
相
続
権
の
発
生
を
意
欲
し
て
い
た
。

　

子
の
相
続
権
発
生
へ
の
意
欲
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
夫
の
実
子
の
有
無
が
影
響
し
て
い
た
。
一
つ
は
、
夫
に
も
前
婚
の
実
子
が
い
る

と
い
う
情
）
16
（
況
下
で
、
妻
が
自
身
の
連
れ
子
の
権
利
を
夫
の
実
子
と
同
様
に
整
え
る
こ
と
を
望
ん
だ
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
（
Ｆ
・
Ｊ
（
Ｊ
①
子

は
一
五
歳
以
上
）・
Ｍ
妻
）。
Ｍ
妻
は
、
子
の
生
活
保
障
の
確
保
及
び
簡
潔
明
瞭
な
相
続
関
係
の
整
理
を
望
ん
だ
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
振
り

返
っ
た
。

（
夫
急
死
）
時
の
生
活
保
障
…
…
を
考
え
る
と
、（
夫
の
前
妻
の
許
）
に
前
の
結
婚
の
子
ど
も
も
い
る
の
で
…
…
遺
言
も
結
構
そ
の
後
の
調
停
と
か
で



法学政治学論究　第89号（2011.6）

112

色
々
変
わ
っ
て
行
く
し
、
調
停
自
体
も
す
ご
く
大
変
（
な
の
で
）、
子
ど
も
と
い
う
部
分
で
は
同
じ
権
利
を
与
え
て
欲
し
い
と
（
夫
と
）
話
し
合
っ
て
。

　

他
方
、
Ｇ
①
③
と
Ｈ
①
に
つ
い
て
は
、
夫
の
方
が
「
実
の
子
と
同
じ
よ
う
に
し
た
い
」
と
い
う
意
向
で
、
相
続
関
係
の
発
生
を
強
く
意

識
し
、
妻
も
こ
れ
を
多
少
と
も
歓
迎
し
て
い
た
。

　

夫
に
前
婚
の
実
子
は
な
い
が
、
夫
婦
の
実
子
が
誕
生
し
た
Ｋ
妻
は
、
夫
よ
り
年
長
の
自
身
が
先
に
死
亡
し
た
場
合
の
継
父
子
の
相
続
を

整
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
夫
方
祖
父
母
よ
り
「
赤
の
他
人
に
財
産
は
渡
せ
な
い
」
と
縁
組
を
反
対
さ
れ
た
の
で
、
Ｋ
夫
は
縁
組
と
引

換
に
祖
父
母
の
相
続
放
棄
を
約
束
し
た
。

　

以
上
に
対
し
、
夫
に
自
身
の
実
子
が
い
な
い
ケ
ー
ス
で
は
、
例
え
ば
、「
家
」
意
識
が
強
い
と
い
う
Ａ
夫
が
「
Ａ
家
の
承
継
」
と
い
う

観
点
か
ら
、
子
と
の
相
続
関
係
の
発
生
を
意
欲
し
て
い
た
。
ま
た
、
Ａ
・
Ｌ
妻
は
、
子
の
経
済
的
な
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
と
し
て
、
相
続
関

係
の
発
生
を
希
望
し
て
い
た
。

　

な
お
、
か
く
て
妻
及
び
／
ま
た
は
夫
が
相
続
関
係
の
発
生
を
積
極
的
に
意
欲
し
た
ケ
ー
ス
の
妻
は
、
Ｌ
妻
を
除
く
全
員
が
、
当
時
、
専

業
ま
た
は
パ
ー
ト
主
婦
で
あ
っ
た
。
対
し
て
、
夫
婦
共
働
き
等
の
た
め
に
夫
に
対
す
る
経
済
的
独
立
性
の
高
い
妻
に
と
っ
て
は
、
相
続
関

係
発
生
の
効
果
の
重
要
性
は
低
い
傾
向
が
見
ら
れ
た
（
Ｂ
・
Ｉ
・
Ｏ
・
Ｓ
妻
）。
特
に
Ｉ
妻
は
、
夫
に
①
子
に
関
し
て
迷
惑
を
か
け
た
く
な

い
の
で
、
夫
の
相
続
に
お
け
る
遺
産
分
割
は
、
①
子
の
相
続
権
を
考
慮
し
な
い
形
で
行
う
予
定
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。

　

⑶　

扶
養

　

継
父
の
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
発
生
を
積
極
的
に
意
欲
し
た
の
は
Ｇ
夫
妻
、
Ｈ
夫
、
Ａ
・
Ｆ
・
Ｌ
妻
の
計
五
世
帯
（
八
件
）
で
あ
っ

た
。
夫
側
は
子
に
対
す
る
責
任
の
引
き
受
け
の
観
点
か
ら
、
妻
側
は
子
の
経
済
的
利
益
の
観
点
か
ら
、
概
ね
相
続
権
の
発
生
と
共
に
意
欲

し
て
い
た
。
夫
に
つ
い
て
は
、
縁
組
に
よ
る
扶
養
義
務
発
生
へ
の
明
確
な
意
欲
を
確
認
で
き
た
の
は
Ｇ
・
Ｈ
夫
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
分
析
対
象
外
の
夫
も
含
め
た
縁
組
当
時
の
実
態
を
見
る
に
、
Ｂ
夫
を
除
く
全
継
父
が
、
妻
の
連
れ
子
の
費
用
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
直
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接
負
担
し
て
い
た
。
か
か
る
実
態
に
関
し
、
Ａ
・
Ｄ
・
Ｊ
・
Ｋ
・
Ｍ
・
Ｏ
・
Ｒ
・
Ｓ
妻
は
、
そ
の
夫
は
養
子
縁
組
と
は
関
係
な
く
、
婚
姻

の
結
果
と
し
て
当
然
に
子
の
扶
養
責
任
を
感
じ
て
い
る
と
回
答
し
た
。
Ｗ
夫
（
回
答
者
）
も
縁
組
に
伴
う
扶
養
義
務
発
生
を
漠
然
と
知
っ

て
い
た
と
し
つ
つ
、「
子
に
対
す
る
経
済
的
な
負
担
を
百
％
し
て
い
た
の
は
、
養
子
縁
組
し
た
か
ら
で
は
な
く
、（
婚
姻
に
よ
る
）
当
然
の

こ
と
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」
と
述
べ
、
か
か
る
妻
達
の
推
測
を
肯
定
し
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
ケ
ー
ス
の
妻
は
、
Ａ
・
Ｊ
・
Ｌ
・
Ｏ
妻
を
除

き
全
て
専
業
主
婦
で
あ
っ
た
。

　

対
し
て
、
夫
が
子
の
扶
養
に
直
接
関
わ
ら
な
い
Ｂ
①
②
ケ
ー
ス
で
は
、
子
に
関
す
る
費
用
を
Ｂ
妻
の
収
入
と
別
居
実
父
か
ら
の
養
育
費

支
払
い
で
賄
っ
て
い
た
。
Ｂ
妻
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　

養
子
縁
組
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
実
の
子
ど
も
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
経
済
的
な
義
務
な
ん
て
全
然
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。
前
の
結
婚
の
時

に
専
業
主
婦
だ
っ
た
頃
、
前
の
主
人
が
「
仕
事
も
し
な
い
癖
に
」
っ
て
言
っ
て
い
た
ん
で
、
私
は
仕
事
を
し
て
い
る
方
が
気
持
ち
が
楽
だ
な
と
言
う
の

が
あ
り
ま
す
。
自
分
で
稼
い
で
い
る
お
金
を
子
ど
も
達
に
惜
し
み
な
く
使
え
る
。
も
し
、
私
が
働
い
て
い
な
く
て
、
主
人
が
働
い
て
く
る
お
金
だ
っ
た

ら
、
ち
ょ
っ
と
遠
慮
す
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

　

か
く
て
Ｂ
妻
は
、
Ｂ
夫
の
扶
養
義
務
発
生
の
効
果
を
意
識
的
に
排
除
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
他
に
も
、
Ｉ
妻
も
①
子
の
経
済
面
で
夫

に
迷
惑
を
か
け
ま
い
と
、
①
子
の
主
な
費
用
を
自
身
の
収
入
か
ら
支
出
し
て
い
た
他
、
Ｃ
・
Ｊ
妻
も
、
夫
へ
の
遠
慮
か
ら
、
子
の
費
用
の

一
部
を
意
識
的
に
自
ら
負
担
し
て
い
た
。

　

⑷　

派
生
的
効
果

　

厳
密
に
は
養
子
縁
組
の
直
接
の
効
果
と
は
言
え
な
い
が
、
民
法
上
の
親
子
関
係
発
生
に
よ
る
派
生
的
な
効
果
と
し
て
の
子
及
び
家
族
の

経
済
的
な
利
益
を
目
指
し
た
の
が
、
Ｍ
妻
と
Ｏ
夫
で
あ
る
。
Ｏ
妻
曰
く
、
Ｏ
夫
の
勤
務
先
会
社
規
程
の
家
族
手
当
の
支
給
額
が
夫
の
「
法
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律
上
の
子
」
の
数
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
る
こ
と
が
、
Ｏ
夫
が
養
子
縁
組
を
提
案
し
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
Ｍ
妻
は
、
同
じ
く

Ｍ
夫
勤
務
先
の
会
社
の
家
族
手
当
の
増
額
に
加
え
、
夫
死
亡
時
の
遺
族
年
金
の
受
給
資
格
も
求
め
て
い
た
。
即
ち
、
世
帯
主
た
る
夫
死
亡

時
の
国
民
年
金
の
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
者
は
、
夫
が
そ
の
「
生
計
を
維
持
」
し
て
い
た
法
律
上
の
「
子
と
生
計
を
同
じ
く
す
る

妻
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
（
国
民
年
金
保
険
法
三
七
条
の
二
第
一
項
）。
故
に
、
Ｍ
夫
と
養
子
縁
組
を
し
な
け
れ
ば
、
Ｍ
①
子
は
「
子
」
に
は

該
当
せ
ず
、
縁
組
当
時
は
Ｍ
夫
婦
間
に
実
子
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
Ｍ
妻
は
年
金
受
給
資
格
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ
）
17
（

る
。

　

⑸　

親
権

　

未
成
年
養
子
縁
組
の
中
核
的
効
果
は
、
養
親
の
養
子
に
対
す
る
親
権
の
発
生
で
あ
る
。
し
か
し
、
養
子
縁
組
に
際
し
て
、
継
父
の
親
権

を
明
確
に
意
欲
し
た
の
は
Ｌ
妻
及
び
Ｈ
夫
の
み
で
、
し
か
も
、
共
に
縁
組
に
伴
う
包
括
的
な
効
果
の
一
端
と
し
て
意
識
し
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。

　

⑹　

他
方
実
親
と
子
の
関
係
の
後
退

　

継
子
養
子
縁
組
は
他
方
実
親
と
子
の
関
係
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
一
つ
に
は
他
方
実
親
に
よ
る
子
の
親
権
者
変
更
申
立
が
形
式
的
に
遮

断
さ
れ
る
（
通
説
・
判
）
18
（
例
）。
こ
の
効
果
を
明
確
に
意
欲
し
て
い
た
の
は
Ｈ
妻
の
み
で
あ
る
。
当
時
、
Ｈ
①
子
と
別
居
実
父
の
間
に
は
面
会

交
流
も
養
育
費
支
払
い
も
な
か
っ
た
が
、
Ｈ
妻
自
身
の
死
亡
時
に
実
父
が
①
子
の
監
護
者
に
な
る
こ
と
の
回
避
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
但

し
、
子
の
引
取
り
先
と
し
て
は
、
Ｈ
夫
よ
り
も
Ｈ
妻
方
親
族
に
託
す
つ
も
り
と
い
う
。
な
お
対
象
ケ
ー
ス
中
、
離
婚
時
に
実
父
母
が
子
の

引
き
取
り
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
の
は
Ｂ
①
②
子
と
Ｏ
①
②
子
で
あ
っ
た
が
、
Ｂ
・
Ｏ
夫
妻
共
に
同
効
果
を
明
確
に
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
。

特
に
当
初
親
権
者
た
る
実
父
か
ら
縁
組
を
反
対
さ
れ
た
Ｏ
妻
（
二
㈢
２
参
照
）
は
、
実
父
は
同
効
果
を
知
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

Ｏ
夫
妻
は
知
ら
な
か
っ
た
と
答
え
た
。
同
効
果
を
知
ら
な
か
っ
た
と
の
回
答
は
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｎ
妻
か
ら
も
得
ら
れ
た
。

　

第
二
に
、
養
子
縁
組
に
よ
り
他
方
実
親
の
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
順
位
が
養
親
実
親
夫
婦
に
劣
後
す
る
効
果
が
生
じ
る
。
こ
の
点
は
、

特
に
縁
組
当
時
に
実
父
か
ら
養
育
費
支
払
い
の
あ
っ
た
ケ
ー
ス
（
表
２
参
照
）
で
問
題
と
な
る
。
そ
の
う
ち
同
効
果
を
求
め
る
意
識
を
肯
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定
し
た
の
は
Ｌ
妻
で
、「
親
子
よ
り
も
元
夫
婦
の
関
係
の
問
題
」
と
し
て
、
主
に
経
済
面
で
、
実
父
に
「
甘
え
た
く
な
い
」、「
遠
い
位
置

に
い
て
欲
し
い
」
と
感
じ
て
い
た
。
更
に
Ｄ
妻
（
夫
の
意
向
）
と
Ｓ
妻
は
同
効
果
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
夫
妻
の
婚
姻
及
び
縁
組
を
機
に

養
育
費
支
払
い
を
辞
退
し
た
。
他
方
、
Ｍ
妻
は
同
効
果
の
発
生
を
養
子
縁
組
の
障
害
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
Ｍ
妻
は
当
初
、
実
父
か
ら
の

養
育
費
支
払
い
を
受
け
続
け
る
べ
く
、
養
子
縁
組
し
な
い
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
親
権
者
で
あ
っ
た
実
父
が
子
の
氏
（
実
父

と
同
じ
）
の
Ｍ
夫
氏
へ
の
変
更
を
拒
否
し
た
こ
と
を
機
に
、
実
父
か
ら
の
養
育
費
支
払
い
と
、
Ｍ
夫
勤
務
先
の
家
族
手
当
受
給
、
子
の
相

続
権
及
び
妻
の
遺
族
年
金
受
給
資
格
取
得
に
よ
る
経
済
的
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
養
育
費
受
給
を
諦
め
養
子
縁
組
を
行
っ
た

（
⑵
⑷
参
照
）。
し
か
し
、
か
か
る
同
効
果
の
位
置
づ
け
に
関
し
、
Ｂ
・
Ｇ
・
Ｊ
・
Ｒ
妻
は
新
た
な
家
族
の
方
に
重
点
を
置
い
て
養
子
縁
組

す
る
以
上
、
当
然
や
む
を
得
な
い
も
の
と
覚
悟
し
て
い
）
19
（
た
。
Ｂ
妻
は
、
養
子
縁
組
は
「
お
金
の
問
題
で
は
な
く
、（
Ｂ
家
が
）
家
族
と
し

て
ど
う
や
っ
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
色
ん
な
事
が
起
こ
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
」
と
考
え
た
と
い
う
。
他

方
、
Ｂ
妻
と
同
じ
く
母
子
の
継
父
に
対
す
る
経
済
的
独
立
性
が
高
い
Ｉ
妻
（
⑵
参
照
）
は
、
逆
に
「
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
実
父
子
関
係
に

変
化
は
な
い
と
い
う
認
識
」
で
あ
っ
た
。

　

⑺　

養
子
縁
組
に
伴
う
法
的
効
果
を
積
極
的
に
意
欲
し
な
か
っ
た
ケ
ー
ス

　

Ｃ
・
Ｎ
・
Ｏ
・
Ｒ
妻
は
縁
組
の
効
果
を
積
極
的
に
意
欲
せ
ず
、
縁
組
の
「
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
」（
Ｒ
）
や
「
縁
組
に
よ
り
子
に

対
す
る
責
任
を
引
き
受
け
て
も
ら
う
（
こ
と
）」（
Ｎ
）
も
意
識
し
な
か
っ
た
。

3　

継
父
子
関
係
に
お
け
る
実
体
的
な
親
子
関
係
へ
の
意
思
と
養
子
縁
組
の
意
義

　

次
に
、「
親
子
に
な
ろ
う
／
な
っ
て
欲
し
い
」
と
い
う
継
親
子
の
実
体
的
身
分
（
親
子
）
関
係
を
め
ぐ
る
心
理
の
観
点
か
ら
、
継
父
・

実
母
の
縁
組
へ
向
か
う
意
思
を
検
討
す
る
。
分
析
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
継
父
子
の
関
係
性
と
し
て
、
縁
組
当
時
、
⑴
基
本
的
に
「
親

子
」
関
係
を
志
向
し
て
い
た
継
父
・
実
母
と
、
⑵
か
か
る
「
親
子
」
志
向
が
曖
昧
で
、
む
し
ろ
「
親
子
」
と
は
異
な
る
関
係
を
志
向
し
て

い
た
継
父
・
実
母
と
に
分
け
る
。
そ
の
評
価
作
業
は
き
わ
め
て
微
妙
な
も
の
で
、
特
に
「
親
子
」
と
は
何
か
と
い
う
前
提
理
解
自
体
が
回
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答
者
に
よ
り
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
今
回
は
当
事
者
の
自
己
認
識
そ
れ
自
体
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
回
答
者
の
表
現
描
写
（
伝
聞

含
む
）
に
基
づ
い
て
評
価
を
行
う
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
か
か
る
継
父
子
の
実
体
的
関
係
へ
向
け
た
意
思
が
養
子
縁
組
を
行
う
と
い
う
判

断
プ
ロ
セ
ス
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
た
か
を
整
理
す
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
継
父
・
実
母
が
養
子
縁
組
の
意
義
を
い
か
に
捉
え
て
い
る
か
に

着
目
し
な
が
ら
、
養
子
縁
組
締
結
と
い
う
判
断
が
導
か
れ
る
に
お
い
て
継
親
子
の
実
体
的
関
係
を
め
ぐ
る
心
理
が
果
た
し
た
働
き
を
分
析

す
る
。
以
下
、
前
掲
図
１
（
㈣
１
参
照
）
に
沿
っ
て
眺
め
る
。

　

⑴　
「
親
子
に
な
ろ
う
」
と
目
指
す
継
父
と
「
親
子
に
な
っ
て
」
と
願
う
実
母

　

縁
組
当
時
、
継
父
子
の
関
係
性
に
関
し
て
、
基
本
的
に
「
親
子
に
な
ろ
う
／
な
っ
て
欲
し
い
」
と
い
う
意
思
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
確

認
で
き
た
の
は
、
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｏ
・
Ｗ
）
20
（
夫
及
び
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｊ
・
Ｎ
・
Ｍ
・
Ｓ
・
Ｖ
妻
で
あ
っ
た
。
但
し
、
こ
れ
は
あ
く

ま
で
基
本
的
な
志
向
で
あ
り
、
各
々
の
「
親
子
」
志
向
に
は
強
弱
の
差
が
あ
っ
た
。
特
に
、
こ
こ
に
該
当
す
る
全
一
五
名
の
子
の
う
ち
Ｇ

①
③
・
Ｈ
①
・
Ｎ
①
・
Ｓ
①
・
Ｖ
①
・
Ｗ
①
子
は
学
齢
期
前
か
つ
別
居
実
父
と
の
面
会
交
流
が
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
で
、
夫
妻
の
「
親
子
」

志
向
が
他
と
比
較
し
て
強
い
傾
向
が
窺
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
Ｇ
・
Ｈ
夫
は
「
実
の
子
と
同
じ
よ
う
に
育
て
た
い
」
と
妻
に
告
げ
、
Ｗ
夫

（
回
答
者
）
は
「
百
％
父
親
」
を
目
指
し
て
い
た
と
断
言
し
た
。
対
し
て
Ｃ
夫
は
、
妻
曰
く
、
小
学
生
の
②
子
に
比
べ
、
特
に
年
長
の
①

子
に
関
し
て
は
「
友
人
」
的
な
ス
タ
ン
ス
も
あ
っ
た
。
そ
の
Ｃ
妻
は
「
親
子
」
と
い
う
関
係
に
無
理
に
拘
ら
な
い
が
、
究
極
的
に
は
継
父

子
が
互
い
を
「
親
子
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
た
。
他
の
妻
で
は
、
Ｖ
妻
は
夫
に
対
し
、
別
居
実
父
に
替
わ
る
「
父

親
」
に
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
が
、
Ｍ
妻
は
夫
に
対
し
、
別
居
実
父
に
並
ぶ
「
第
三
の
親
」
に
な
っ
て
欲
し
い
と
期
待
し
て
い
た
。
ま

た
Ｎ
妻
は
「
無
意
識
（
の
う
ち
）
に
自
分
の
夫
が
欲
し
い
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
パ
パ
が
欲
し
か
っ
た
」
と
、
そ
の
「
父
親
」
期
待
が
無
自
覚

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
振
り
返
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
養
子
縁
組
は
、
か
か
る
「
親
子
」
と
し
て
の
継
親
子
関
係
を
明
確
・
強
固
化
す
る
意
義
を
持
っ
て
い
た
か
、

或
い
は
か
か
る
意
義
で
は
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
他
に
い
か
な
る
意
義
を
持
っ
て
い
た
か
。
か
か
る
点
か
ら
、
継
父
・
実
母
の
順
に
前
掲



継子養子縁組の締結プロセスについて

117

図
一
の
グ
ル
ー
プ
に
従
い
整
理
す
る
。

　

・【
グ
ル
ー
プ
ア
：
Ｃ
・
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｏ
・
Ｗ
夫
】
…
…
グ
ル
ー
プ
ア
の
継
父
に
と
っ
て
は
、
養
子
縁
組
は
、
継
父
子
の
「
親
子
」
と
い

う
関
係
性
を
明
確
・
強
固
化
す
る
と
共
に
、
そ
の
妻
と
の
関
係
ま
た
は
家
族
全
体
の
絆
を
強
固
に
す
る
意
味
も
持
っ
て
い
た
。
ま
ず
、

Ｇ
・
Ｈ
夫
は
「
親
子
に
な
ろ
う
」
と
い
う
意
欲
か
ら
養
子
縁
組
を
主
導
し
た
。
共
に
親
と
し
て
の
全
面
的
な
法
的
責
任
の
発
生
へ
の
意
欲

を
妻
に
は
っ
き
り
伝
え
て
お
り
、
縁
組
に
よ
っ
て
子
の
「
責
任
者
と
し
て
の
父
親
」
と
い
う
自
身
の
立
場
の
明
確
化
を
図
っ
た
ケ
ー
ス
と

言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
妻
は
共
に
、
か
か
る
夫
の
姿
勢
に
、
純
粋
な
継
父
子
関
係
そ
れ
自
体
を
超
え
た
妻
へ
の
ア
ピ
ー
ル
と
い
う
企

図
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。
特
に
Ｇ
妻
は
、
Ｇ
夫
か
ら
、
①
③
子
に
対
す
る
経
済
的
責
任
を
負
担
し
、
①
子
を
Ｇ
家
の
跡
取
り
に
据
え
る
覚

悟
・
誠
意
を
Ｇ
妻
に
示
す
た
め
の
縁
組
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、「
夫
婦
関
係
の
た
め
の
縁
組
」
で
あ
っ
た
と
評
し
た
。

　

他
方
、
継
父
子
関
係
そ
れ
自
体
の
強
固
・
明
確
化
に
加
え
、
特
に
「
家
族
の
一
体
感
」
の
強
化
と
い
う
意
味
を
養
子
縁
組
に
込
め
た
の

が
Ｃ
・
Ｏ
・
Ｗ
夫
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
家
族
の
一
体
感
の
象
徴
と
し
て
の
氏
（
・
戸
籍
）
の
統
一
」
を
希
望
し
て
い
た
。
Ｃ
夫
は
、
気

持
ち
の
面
で
の
「
け
じ
め
」・「
子
と
本
当
の
家
族
に
な
る
た
め
…
…
（
の
）
き
ち
ん
と
し
た
形
」
と
し
て
縁
組
を
提
案
し
た
。
他
方
、
Ｗ

夫
（
回
答
者
）
は
、
妻
か
ら
の
縁
組
の
提
案
を
「
親
子
に
な
る
の
だ
か
ら
、
当
た
り
前
」
と
考
え
て
承
諾
し
た
。
も
と
も
と
Ｗ
妻
と
の
婚

姻
に
よ
り
子
も
ひ
っ
く
る
め
て
引
受
け
た
以
上
、
父
親
と
し
て
子
に
対
す
る
責
任
を
負
う
と
い
う
姿
勢
（
２
⑶
参
照
）
で
あ
っ
た
が
、
縁

組
に
際
し
て
法
律
上
親
子
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
強
く
意
識
し
た
と
同
時
に
、
養
子
縁
組
を
「
自
分
の
戸
籍
に
子
ど
も
と
一
緒
に
三
人
入

っ
て
新
し
い
『
家
』
を
作
る
ん
だ
」
と
い
う
家
・
戸
籍
の
一
体
感
へ
の
期
待
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
振
り
返
っ
た
。

　

・【
グ
ル
ー
プ
イ
：
Ｂ
夫
】
…
…
Ｂ
夫
（
回
答
者
）
に
と
っ
て
養
子
縁
組
は
、
①
②
子
の
、
Ｂ
夫
の
氏
を
気
に
入
り
、
こ
れ
を
称
し
た

い
と
い
う
希
望
を
叶
え
る
た
め
と
い
う
部
分
が
大
き
か
っ
た
。「
親
子
」
と
い
う
関
係
性
や
枠
を
め
ぐ
る
意
味
は
、
特
に
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　

・【
グ
ル
ー
プ
ウ
：
Ｇ
・
Ｊ
・
Ｓ
・
Ｖ
妻
】
…
…
次
に
妻
で
あ
る
が
、
グ
ル
ー
プ
ウ
の
妻
達
に
と
っ
て
、
養
子
縁
組
は
継
父
子
の
「
親



法学政治学論究　第89号（2011.6）

118

子
」
関
係
の
明
確
・
強
固
化
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
夫
へ
の
「
父
親
に
な
っ
て
欲
し
い
」
と
い
う
大
小
の
願
い
を
込
め
て
養
子
縁

組
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
が
特
に
際
立
っ
て
い
た
Ｖ
妻
は
、
縁
組
の
諸
効
果
を
理
解
し
つ
つ
、
そ
れ
よ
り
も
「
夫
が
子
の
本
当

の
親
に
な
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
で
縁
組
を
す
る
こ
と
」
自
体
が
重
要
で
あ
っ
た
と
し
て
、
当
時
の
遣
り
取
り
を
こ
う
振
り
返
っ
た
。

　

養
子
縁
組
っ
て
い
う
の
は
、
大
人
が
選
ん
で
、
子
ど
も
を
自
分
の
子
ど
も
と
し
て
育
て
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
も
し
か
し
た
ら
、
実
の
親
よ
り
責

任
が
重
い
こ
と
だ
よ
っ
て
言
う
話
を
（
Ｖ
妻
か
ら
Ｖ
夫
に
）
し
て
、
そ
れ
位
の
覚
悟
が
あ
る
か
ど
う
か
…
…
私
と
一
緒
に
な
る
と
言
う
こ
と
は
子
ど
も

も
そ
う
、
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
家
族
と
し
て
や
っ
て
行
け
る
の
か
と
尋
ね
ま
し
て
…
…
（
Ｖ
夫
）
も
子
を
自
分
の
子
ど
も
と
し
て
責
任
も
っ
て
面
倒

を
み
る
と
言
っ
て
く
れ
た
の
で
、
養
子
縁
組
し
ま
し
た
。

　

他
方
、
Ｊ
妻
は
氏
の
統
一
と
相
続
関
係
調
整
の
目
的
で
養
子
縁
組
を
行
っ
た
が
、
加
え
て
「（
継
親
子
が
）
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
く
上

で
、『
親
で
も
な
い
の
に
』
と
い
う
一
線
を
わ
ざ
わ
ざ
作
っ
て
お
く
必
要
も
な
い
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
た
」
と
語
っ
た
。
と
同
時
に
、

そ
も
そ
も
夫
婦
双
方
が
子
連
れ
再
婚
で
あ
っ
た
そ
の
婚
姻
が
継
親
子
に
と
っ
て
持
つ
意
味
を
、
Ｊ
夫
婦
は
次
の
よ
う
に
意
識
し
た
と
の
こ

と
で
あ
る
。

　
（
子
ど
も
と
）
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
け
ど
血
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
か
ら
私
は
関
係
な
い
っ
て
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
は
親
だ
け
の
勝
手
で

…
…
曲
が
り
な
り
に
も
同
じ
家
の
中
で
暮
ら
し
て
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
に
な
る
ん
だ
っ
た
ら
、
実
質
的
に
も
責
任
は
付
い
て
く
る
だ
ろ
う
ね
、
っ
て

い
う
と
こ
ろ
で
す
…
…
（
子
ど
も
も
含
め
）
家
族
に
な
る
っ
て
い
う
の
が
先
で
、（
普
通
の
初
婚
の
よ
う
な
）
男
女
の
結
婚
と
い
う
の
は
二
の
次
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
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・【
グ
ル
ー
プ
エ
：
Ｄ
・
Ｈ
・
Ｍ
妻
】
…
…
以
上
に
対
し
、
継
父
子
の
実
体
的
親
子
関
係
を
め
ぐ
る
心
理
に
と
っ
て
、
養
子
縁
組
は
特

に
積
極
的
な
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
妻
も
い
る
。
そ
の
う
ち
、
養
子
縁
組
に
際
し
て
は
専
ら
縁
組
に
伴
う
効
果
を
求
め
た
の
が

Ｄ
・
Ｈ
・
Ｍ
妻
で
あ
る
。
Ｍ
妻
は
養
子
縁
組
の
意
義
に
つ
い
て
、
再
婚
に
伴
う
転
居
を
機
に
仕
事
を
退
職
し
た
中
で
、
子
の
生
活
保
障
の

観
点
か
ら
、「
私
の
親
と
し
て
の
意
向
（
と
し
て
の
）
子
ど
も
の
利
益
」
を
求
め
て
の
養
子
縁
組
で
あ
っ
た
と
表
現
し
）
21
（
た
。

　

・【
グ
ル
ー
プ
オ
：
Ｃ
・
Ｎ
妻
】
…
…
最
後
に
、
養
子
縁
組
に
伴
う
継
父
子
関
係
の
明
確
・
強
固
化
も
法
的
効
果
も
積
極
的
に
望
ま
ず
、

夫
婦
の
婚
姻
に
伴
う
プ
ロ
セ
ス
の
一
端
と
し
て
養
子
縁
組
を
行
っ
た
と
い
う
の
が
Ｃ
・
Ｎ
妻
で
あ
る
。
Ｎ
妻
は
「
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
継

父
子
が
親
子
に
な
る
」
と
い
う
発
想
は
な
く
、
単
に
役
所
か
ら
縁
組
届
出
の
指
導
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
当
然
の
形
式
的
手
続
と
し
て
縁

組
を
届
出
た
に
過
ぎ
ず
、
故
に
、
逆
に
「（
養
子
縁
組
を
）
し
な
い
と
い
う
選
択
肢
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
他
方
、「
別
に
養
子
縁
組
を

し
な
く
て
も
構
わ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」
と
語
る
Ｃ
妻
は
、
Ｃ
夫
か
ら
の
提
案
を
受
け
て
行
っ
た
養
子
縁
組
（【
ア
】
参
照
）
を
、

婚
姻
・
転
居
に
連
な
る
「
自
然
な
成
り
行
き
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
。
共
に
「
縁
組
意
思
」
が
曖
昧
な
ケ
ー
ス
と
言
え
よ
う
。

　

⑵　
「
親
子
」
と
は
異
な
る
継
父
子
関
係
を
志
向
し
た
継
父
と
実
母 

　

縁
組
当
時
、「
親
子
」
関
係
へ
の
志
向
が
曖
昧
で
、
む
し
ろ
「
親
子
」
と
は
異
な
る
身
分
関
係
と
し
て
の
継
父
子
関
係
を
志
向
／
期
待

し
て
い
た
と
言
え
る
の
が
Ａ
（
・
Ｃ
（
Ｃ
①
子
に
つ
い
て
））
22
（

）
及
び
Ａ
・
Ｂ
・
Ｆ
・
Ｉ
・
Ｋ
・
Ｌ
・
Ｏ
・
Ｒ
妻
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の

子
ら
は
年
齢
も
別
居
実
父
と
の
関
係
の
実
態
も
様
々
で
、
故
に
、
こ
れ
ら
夫
婦
の
意
識
も
多
彩
で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ａ
妻
に
よ
れ
ば
、
Ａ

夫
は
婚
姻
に
際
し
、
当
時
小
・
中
学
生
の
①
②
子
ら
に
対
し
て
「
相
当
年
上
の
お
兄
さ
ん
と
か
、
人
生
の
先
輩
と
考
え
て
欲
し
い
」
と
告

げ
て
い
た
。
ま
た
、
Ｆ
・
Ｈ
・
Ｉ
・
Ｏ
・
Ｒ
妻
に
つ
い
て
は
、
夫
は
父
親
志
向
を
見
せ
る
の
に
対
し
、
妻
自
身
は
か
か
る
期
待
を
寄
せ
て

い
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
の
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
特
に
Ｉ
妻
は
「
結
婚
は
夫
婦
二
人
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
」
と
、
夫
婦
関
係
と
親
子
関
係

を
切
り
離
し
て
考
え
て
い
た
。
当
時
一
五
歳
以
上
で
あ
っ
た
Ｉ
①
子
に
と
っ
て
も
、
Ｉ
夫
は
「
マ
マ
の
旦
那
さ
ん
だ
か
ら
良
く
し
て
く
れ

る
」
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
Ｉ
妻
は
特
に
経
済
面
で
夫
に
負
担
を
か
け
ま
い
と
し
て
い
た
が
、
Ａ
妻
は
じ
め
多
く
の
妻
は
、
む
し
ろ
夫
の
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子
に
対
す
る
責
任
感
は
主
に
そ
の
経
済
面
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
、
こ
れ
を
歓
迎
し
て
い
た
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
継
父
・
実
母
は
「
親
子
」
と
異
な
る
継
父
子
の
関
係
性
を
志
向
し
な
が
ら
、
法
律
上
、
こ
れ
を
「
親
子
」
と

表
現
す
る
こ
と
を
選
び
、
受
け
容
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
何
故
、
か
か
る
選
択
に
至
っ
た
か
、
そ
の
判
断
プ
ロ
セ
ス
を
、
や
は
り
養
子
縁

組
が
継
親
子
の
実
体
的
関
係
へ
の
意
思
に
と
っ
て
持
つ
意
味
を
軸
に
、
前
掲
図
１
の
グ
ル
ー
プ
整
理
に
従
っ
て
継
父
・
実
母
の
順
に
眺 

め
る
。

　

・【
グ
ル
ー
プ
カ
：
Ａ
（
・
Ｃ
）
夫
】
…
…
Ａ
妻
曰
く
「
古
い
『
家
』
意
識
」
を
持
つ
と
い
う
Ａ
夫
は
、「
家
庭
と
い
う
の
は
こ
う
い
う

も
の
だ
と
頭
の
中
に
あ
っ
た
部
分
の
実
現
の
た
め
に
」
養
子
縁
組
を
提
案
し
た
。
継
父
子
関
係
自
体
だ
け
で
な
く
、
家
族
全
体
の
在
り
方

を
明
確
化
す
る
べ
く
縁
組
を
行
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

・【
グ
ル
ー
プ
キ
：
Ｌ
妻
】
…
…
Ｌ
妻
は
養
子
縁
組
を
「
気
持
ち
と
責
任
」
の
問
題
と
捉
え
、「
親
」
と
は
異
な
る
「
家
族
に
お
け
る
大

人
の
責
任
者
」
と
し
て
の
継
父
の
立
場
を
明
確
に
し
、「（
子
に
対
す
る
）
責
任
を
（
家
族
と
し
て
）
二
人
の
大
人
が
負
う
」
と
い
う
状
況
を

実
現
す
る
た
め
に
養
子
縁
組
を
行
お
う
と
考
え
た
。
縁
組
に
伴
う
継
父
の
全
面
的
な
責
任
発
生
を
望
ん
で
お
り
、
Ｌ
妻
に
と
っ
て
、
養
子

縁
組
は
、
ま
さ
に
「
親
で
は
な
い
家
族
と
し
て
の
大
人
が
負
う
責
任
」
を
授
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

・【
グ
ル
ー
プ
ク
：
Ｂ
・
Ｏ
妻
】
…
…
Ｂ
夫
が
示
す
通
り
、
Ｂ
①
②
の
養
子
縁
組
は
氏
の
変
更
目
的
で
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
Ｂ
妻
は

縁
組
の
意
味
と
し
て
、「
新
し
く
で
き
る
家
族
で
血
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
人
が
い
る
か
ら
、
せ
め
て
形
だ
け
で
も
家
族
に
な
ろ
う
（
と

い
う
）
…
…
気
持
ち
を
大
切
に
し
た
か
っ
た
」
と
も
語
っ
て
い
た
。
夫
婦
と
子
全
員
が
「
家
族
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
絆
を
固
め

る
縁
組
で
あ
る
。
ま
た
Ｏ
妻
は
、
自
身
は
養
子
縁
組
に
拘
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
縁
組
を
提
案
し
た
夫
に
お
け
る
親
子
・
家
族
関
係
の
強

固
化
へ
の
強
い
希
望
を
受
け
止
め
、
こ
れ
を
尊
重
し
な
が
ら
縁
組
を
行
っ
た
（【
ア
】
参
照
）。

　

・【
グ
ル
ー
プ
ケ
：
Ａ
・
Ｆ
・
Ｉ
・
Ｋ
妻
】
…
…
Ａ
妻
ら
は
、
専
ら
、
子
の
氏
の
変
更
や
相
続
関
係
調
整
等
の
法
的
効
果
発
生
の
目
的

で
縁
組
を
行
っ
た
。
特
に
Ｉ
妻
は
、
養
子
縁
組
は
「
子
の
名
字
が
変
わ
る
か
変
わ
ら
な
い
か
だ
け
の
問
題
」
で
、
Ｉ
①
子
が
氏
の
変
更
を
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嫌
が
れ
ば
縁
組
し
な
か
っ
た
と
語
っ
た
。

　

・【
グ
ル
ー
プ
コ
：
Ｒ
妻
】
…
…
以
上
に
対
し
、
Ｒ
妻
は
養
子
縁
組
に
積
極
的
な
意
義
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
。
Ｎ
妻
と
同
様
、
役
所

か
ら
婚
姻
届
出
と
同
時
に
縁
組
届
出
を
行
う
べ
き
と
の
指
導
を
受
け
て
お
り
、
縁
組
は
「
再
婚
と
セ
ッ
ト
で
行
う
も
の
」
と
い
う
以
上
に

深
く
考
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

4　

考
察

―
継
父
子
間
に
お
け
る
養
子
縁
組
締
結
の
判
断
プ
ロ
セ
ス
の
特
徴

―

　

以
上
、
継
父
実
母
夫
婦
に
お
け
る
養
子
縁
組
を
し
よ
う
と
す
る
意
思
、
特
に
「
養
子
縁
組
を
行
う
と
い
う
こ
と
へ
向
け
て
抱
い
た
考

え
」
を
、
そ
の
背
景
事
情
も
含
め
て
眺
め
て
き
た
。
最
後
に
、
そ
の
全
デ
ー
タ
を
総
合
し
、
継
父
子
間
の
養
子
縁
組
締
結
の
判
断
プ
ロ
セ

ス
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

　

思
う
に
、
今
回
、
各
家
族
の
多
様
な
背
景
事
情

―
子
の
年
齢
・
妻
側
の
経
済
力
・
別
居
実
父
と
の
関
係
等

―
に
応
じ
て
、
非
常
に

多
様
な
縁
組
締
結
プ
ロ
セ
ス
が
現
れ
た
一
方
で
、
先
行
研
究
が
推
測
し
て
い
た
特
徴
も
確
認
で
き
た
。
即
ち
、
継
父
子
の
圧
倒
的
多
数
が
、

子
の
氏
の
変
更
・
統
一
目
的
で
、
夫
婦
の
婚
姻
届
出
と
同
時
に
養
子
縁
組
届
出
を
行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
か
く
て
婚
姻
生
活
の
ス
タ
ー

ト
地
点
で
行
わ
れ
た
養
子
縁
組
の
う
ち
一
部
は
、
⑴
「
こ
れ
か
ら
親
子
・
家
族
に
な
ろ
う
」
と
い
う
継
父
及
び
／
ま
た
は
実
母
の
意
思
を

載
せ
な
が
ら
、
⑵
特
に
継
父
の
子
に
対
す
る
諸
責
任
の
引
き
受
け
意
思
の
表
明
も
兼
ね
る
と
い
う
象
徴
的
・
現
実
的
な
意
義
を
帯
び
て
い

た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
⑶
「
両
親
夫
婦
と
そ
の
子
」
と
い
う
婚
姻
家
族
と
し
て
の
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
姿
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

　

⑴　

家
族
の
一
体
感

―
氏
・
戸
籍
の
統
一
が
意
味
す
る
も
の
？

―

　
「
親
子
・
家
族
に
な
ろ
う
」
と
い
う
意
思
に
つ
い
て
は
、
ご
く
大
ま
か
に
い
う
と
、
継
父
子
関
係
と
し
て
、
基
本
的
に
「
親
子
」
と
い

う
関
係
性
を
志
向
す
る
場
合
と
、「
親
子
」
以
外
の
在
り
方
を
志
向
す
る
場
合
と
が
あ
っ
た
。
子
が
幼
く
、
別
居
実
父
子
の
交
流
が
な
い

ケ
ー
ス
程
、「
親
子
」
関
係
を
志
向
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
妻
に
よ
れ
ば
、
養
子
縁
組
を
主
導
し
た
夫
の
多
く
は
「
親
子
」
志
向
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で
、
そ
の
殆
ど
が
継
父
子
の
関
係
性
の
明
確
化
目
的
で
縁
組
を
行
っ
た
と
同
時
に
、
継
父
子
関
係
そ
れ
自
体
を
超
え
、「
家
族
全
体
の
一

体
感
」
の
醸
成
や
場
合
に
よ
っ
て
は
夫
婦
関
係
の
強
化
へ
の
企
図
も
抱
え
て
い
た
。

　

そ
し
て
こ
の
時
、
大
多
数
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
そ
し
て
特
に
一
部
継
父
か
ら
は
「
家
族
全
体
の
一
体
感
」
の
象
徴
と
し
て
求
め
ら
れ

た
の
が
「
家
族
全
員
の
氏
・
戸
籍
の
統
一
」
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
再
婚
に
伴
い
妻
は
夫
の
氏
に
変
わ
る
が
、
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
一

見
同
じ
に
見
え
て
い
た
母
子
の
氏
が
別
々
に
な
り
、
し
か
も
継
父
実
母
家
族
の
中
で
子
だ
け
が
氏
・
戸
籍
が
異
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、

子
の
氏
・
戸
籍
を
統
一
さ
せ
る
こ
と
で
、
氏
の
不
揃
い
に
よ
る
子
の
不
利
益
を
回
避
す
る
と
共
に
、
子
の
家
族
へ
の
統
合
を
果
た
そ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

か
く
て
養
子
縁
組
に
よ
る
子
の
氏
の
変
更
の
効
果
は
、「
継
父
実
母
夫
婦
の
同
氏
・
同
戸
籍
」
に
よ
っ
て
一
旦
引
き
裂
か
れ
た
実
母
子

の
再
統
合
と
い
う
後
始
末
的
な
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、
継
父
実
母
家
族
の
一
体
感
の
醸
成
に
一
役
買
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
来
、
養
子

縁
組
だ
け
で
な
く
家
裁
の
許
可
に
よ
る
氏
の
変
更
手
続
に
よ
っ
て
も
実
現
可
能
で
あ
る
が
、
当
事
者
そ
し
て
役
所
の
戸
籍
課
ま
で
も
が
、

そ
の
原
則
的
手
段
と
し
て
養
子
縁
組
を
捉
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
た
。
し
か
し
、
子
の
氏
の
変
更
は
「
子
の
利
益
」
に
な
る
と
は
限
ら

な
い
。
そ
れ
は
、
Ｏ
①
子
が
示
す
如
く
、
一
部
の
子
に
と
っ
て
は
苦
痛
で
あ
り
、
そ
の
他
の
、
よ
り
実
体
的
な
「
子
の
利
益
」
を
実
現
す

る
養
子
縁
組
の
障
害
に
さ
え
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　

⑵　

継
父
の
子
に
対
す
る
責
任
の
根
拠

　

継
父
子
及
び
家
族
全
体
の
関
係
の
明
確
・
強
固
化
の
目
的
の
下
、
或
い
は
か
か
る
目
的
の
下
で
な
い
と
し
て
も
、
夫
婦
が
意
欲
す
る
継

父
の
法
的
責
任
や
子
の
権
利
と
し
て
は
、
監
護
教
育
よ
り
も
扶
養
・
相
続
等
の
経
済
面
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
母
子
の
継
父
に

対
す
る
経
済
的
依
存
度
の
高
い
ケ
ー
ス
で
顕
著
で
あ
っ
た
。
養
子
縁
組
は
子
の
経
済
的
保
障
を
確
保
す
る
重
要
な
手
段
で
あ
り
、
子
の
利

益
を
願
う
実
母
と
そ
の
実
母
の
信
頼
を
強
固
に
し
た
い
継
父
の
意
図
が
こ
こ
に
合
致
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
養
子
縁
組
当
時

―
即
ち

婚
姻
当
初
、
少
な
か
ら
ぬ
実
母
は
継
父
に
対
し
、
疎
遠
に
な
っ
た
別
居
実
父
に
代
わ
り
責
任
を
持
っ
て
子
を
守
り
育
む
存
在
に
な
る
こ
と
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を
期
待
し
て
い
た
。
ま
た
特
に
継
父
に
も
実
子
が
い
る
場
合
、
継
子
を
全
面
的
に
実
子
と
同
じ
立
場
に
整
え
る
と
い
う
縁
組
の
平
等
・
簡

明
性
が
好
ま
れ
て
い
た
。
一
部
実
母
は
継
父
に
負
担
を
か
け
る
こ
と
に
躊
躇
も
示
し
て
い
た
が
、
こ
の
平
等
・
簡
明
性
は
、
氏
の
変
更
の

必
要
性
と
共
に
、
子
の
利
益
を
真
摯
に
願
う
実
母
ら
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
⑴
「
家
族
の
一
体
感
」
や
⑵
「
継
父
の
責
任
」
へ
の
志
向
は
、
養
子
縁
組
締
結
の
場
面
で
必
ず
し
も
全
て
明
確
に
出
現
す

る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
例
え
ば
縁
組
届
出
を
単
な
る
婚
姻
届
出
手
続
の
一
環
と
し
て
捉
え
た
り
、
夫
婦
で
取
り
立
て
て
話
し
合
い
も

し
な
か
っ
た
り
等
、
養
子
縁
組
の
象
徴
的
意
義
及
び
／
ま
た
は
具
体
的
効
果
を
別
段
吟
味
せ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
養
子
縁
組
へ
の
積
極

的
・
明
確
な
意
思
さ
え
欠
い
た
ま
ま
養
子
縁
組
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
も
目
立
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
前
述
の
⑴
ま
た
は
⑵

の
志
向
が
存
在
し
な
い
ケ
ー
ス
と
共
に
、
養
子
縁
組
以
前
に
、
夫
婦
の
婚
姻
自
体
に
よ
っ
て
「
夫
が
妻
子
も
丸
ご
と
引
き
受
け
た
」
と
認

識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
養
子
縁
組
届
出
よ
り
も
婚
姻
届
出
こ
そ
が
、「
親
子
・
家

族
」
に
な
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
実
母
の
多
く
は
、
継
父
は
婚
姻
の
結

果
と
し
て
当
然
に
扶
養
責
任
を
感
じ
て
い
る
と
の
認
識
で
、
か
か
る
責
任
を
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
殊
更
明
確
化
し
よ
う
と
い
う
意
識
を
持

っ
て
い
な
か
っ
た
。
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
「
親
子
・
家
族
に
な
る
」
こ
と
や
諸
責
任
が
発
生
す
る
こ
と
を
、
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な

い
の
で
あ
る
。
か
く
て
養
子
縁
組
を
、
婚
姻
家
族
形
成
に
伴
う
当
然
の
プ
ロ
セ
ス
や
帰
結
と
し
て
、
漠
然
と
行
う
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、

本
節
の
分
析
対
象
か
ら
除
外
し
た
、
養
子
縁
組
に
拘
り
を
見
せ
ず
、
そ
の
縁
組
意
思
の
内
容
を
明
確
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
多
く
の
継
父

達
（
Ｄ
・
Ｒ
夫
等
）
に
も
当
て
は
ま
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

⑶　
「
両
親
夫
婦
と
そ
の
子
」
と
い
う
婚
姻
家
族
規
範

　

か
く
て
継
父
子
間
の
養
子
縁
組
の
多
く
は
、
継
父
実
母
の
婚
姻
家
族
の
強
固
化
目
的
や
、
同
婚
姻
家
族
発
生
の
当
然
の
結
果
と
い
う
色

彩
を
帯
び
て
い
た
。
現
行
法
上
、
独
立
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
実
親
継
親
夫
婦
の
婚
姻
関
係
の
発
生
と
継
親
子
間
の
親
子
関
係
の
発

生
で
あ
る
が
、
養
子
縁
組
を
行
っ
た
継
父
実
母
の
多
く
に
と
っ
て
、
両
者
は
実
際
に
は
切
り
離
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
亀
裂
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が
走
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
Ｃ
①
、
Ｏ
①
②
、
Ｋ
①
②
の
よ
う
に
、
子
自
身
、
他
方
実
親
或
い
は
祖
父
母
が
縁
組
に
反
対
し
た
場
合
で
あ

る
が
、
現
行
法
上
、
彼
ら
が
縁
組
締
結
に
関
与
す
る
手
続
的
権
利
は
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
婚
姻
当
初
に
お
け
る
前
述
の
⑴
・
⑵
の
期
待

―
特
に
そ
の
「
親
子
」
志
向
は
順
調
に
叶
え
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
家

族
社
会
学
の
知
見
は
、「
親
子
」
志
向
の
成
育
土
壌
と
し
て
の
「
両
親
夫
婦
と
そ
の
子
」
と
い
う
標
準
的
な
婚
姻
家
族
規
範
の
存
在
を
指

摘
し
、
諸
般
の
圧
力
に
由
来
す
る
「
親
子
」
志
向
は
継
親
子
に
ス
ト
レ
ス
を
与
え
得
る
こ
と
を
示
す
。
本
調
査
で
も
「
無
理
に
『
親
子
』

に
な
る
こ
と
に
は
拘
ら
な
い
」
と
述
べ
る
妻
達
の
一
方
、「『
普
通
の
家
族
』
に
見
ら
れ
た
い
」
と
い
う
Ｓ
妻
を
は
じ
め
、
か
か
る
規
範
意

識
の
根
強
さ
が
随
所
に
見
ら
れ
た
。
特
に
、
Ｊ
妻
が
養
子
縁
組
に
臨
む
上
で
抱
い
た
「『
親
子
で
も
な
い
の
に
』
と
い
う
一
線
を
引
く
必

要
も
な
い
」
と
の
意
識
は
、
子
と
共
に
暮
ら
す
大
人
が
、
子
の
最
大
の
責
任
者
か
つ
最
も
親
密
な
者
と
し
て
の
「
親
」
を
目
指
す
こ
と
は
、

最
も
自
然
か
つ
最
も
子
の
利
益
に
資
す
る
と
の
認
識
を
持
た
れ
や
す
い
こ
と
を
物
語
る
。
ま
た
本
調
査
で
は
、
本
節
の
分
析
対
象
外
の
継

父
も
含
め
て
、
特
に
継
父
子
関
係
に
つ
き
「
親
子
」
志
向
を
持
つ
継
父
が
相
当
数
確
認
さ
れ
た
が
、
か
か
る
意
識
を
抱
い
た
実
母
の
認
知

フ
ィ
ル
タ
ー
を
経
由
し
た
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。

　

か
く
て
、
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
「
両
親
夫
婦
と
そ
の
子
」
と
い
う
装
い
を
授
け
る
継
子
養
子
縁
組
と
「
両
親
夫
婦
と
そ
の
子
」
と

い
う
標
準
家
族
規
範
と
の
密
接
関
連
性
が
窺
わ
れ
る
が
、
養
子
縁
組
そ
れ
自
体
が
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
当
事
者
の
心
理
に
生
き
辛
さ
を

及
ぼ
す
か
は
ま
た
別
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
親
子
で
あ
る
こ
と
」
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
養
子
縁
組
及
び
「
法
的
な
親
子

で
あ
る
こ
と
」
が
持
つ
意
味
の
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
今
回
、
養
子
縁
組
の
位
置
づ
け
は
、
一
方
で
「
親
子
に
な
る
」
誓
い
の
証
、

他
方
で
手
続
の
一
環
等
、
実
に
様
々
で
あ
っ
た
。
特
に
Ｌ
妻
は
「
親
子
」
以
外
の
継
父
子
の
関
係
性
を
求
め
な
が
ら
、
親
子
関
係
の
法
的

効
果
を
「
親
で
は
な
い
家
族
と
し
て
の
大
人
（
た
る
継
父
）
が
負
う
（
べ
き
）
責
任
」
と
し
て
意
欲
し
て
い
た
。
ま
た
、
子
自
身
は
そ
も

そ
も
養
子
縁
組
を
行
っ
た
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
場
合
も
多
く
、
子
の
心
理
に
及
ぶ
影
響
は
大
き
な
検
討
課
題
で
あ
る
。
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5　

継
母
子
間
の
養
子
縁
組
に
お
け
る
法
的
効
果
へ
の
積
極
的
な
意
欲

　

以
上
、
継
父
子
ケ
ー
ス
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
次
に
全
継
母
を
対
象
に
、
継
母
子
間
の
養
子
縁
組
に
お
け
る
縁
組
意
思
と
そ
の
背
景
を

同
様
に
眺
め
る
（
な
お
実
父
は
全
て
本
分
析
対
象
外
）。
ま
ず
縁
組
の
法
的
効
果
へ
の
意
欲
を
、
そ
の
発
生
が
積
極
的
に
意
欲
さ
れ
る
こ
と
の

多
か
っ
た
効
果
か
ら
順
に
眺
め
る
。

　

⑴　

相
続

　

子
が
継
母
を
相
続
す
る
権
利
の
発
生
を
求
め
た
の
は
Ｅ
・
Ｇ
・
Ｊ
・
Ｐ
・
Ｑ
・
Ｘ
妻
の
六
名
（
九
件
）
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
専
ら
子
の

相
続
権
発
生
の
目
的
で
縁
組
し
た
Ｘ
①
②
は
成
年
養
子
で
、
Ｘ
夫
婦
の
婚
姻
か
ら
一
○
数
年
後
の
Ｘ
夫
死
亡
時
に
縁
組
を
行
っ
た
。
当
時
、

①
②
子
は
共
に
成
人
間
も
な
く
、
他
に
夫
婦
の
実
子
は
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
妻
は
遺
産
分
割
協
議
を
経
て
Ｘ
夫
の
遺
産
を
全
て
取

得
し
た
と
同
時
に
、
将
来
的
に
自
身
の
死
亡
時
に
そ
の
全
遺
産
を
①
②
子
に
相
続
さ
せ
る
目
的
で
養
子
縁
組
を
行
っ
た
。
Ｘ
妻
に
は
甥
姪

が
い
た
の
で
、
遺
言
よ
り
も
養
子
縁
組
が
「
一
番
自
然
で
楽
」
と
考
え
た
と
い
う
。
縁
組
は
Ｘ
妻
が
率
先
し
て
行
っ
た
が
、
①
②
子
及
び

夫
方
親
族
も
全
て
を
Ｘ
妻
に
委
ね
、
反
対
は
出
な
か
っ
た
。
な
お
Ｘ
妻
は
Ｘ
夫
の
遺
産
に
手
を
付
け
て
い
な
い
。
長
年
フ
ル
タ
イ
ム
の
勤

務
に
従
事
し
て
い
た
Ｘ
妻
で
あ
る
が
、「
こ
ん
だ
け
一
緒
に
い
た
ん
や
か
ら
、
あ
の
子
達
に
残
し
て
あ
げ
た
い
っ
て
。
私
と
主
人
で
築
い

た
物
は
、
や
っ
ぱ
り
あ
の
子
達
が
権
利
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
っ
て
い
ま
す
」
と
語
っ
て
い
た
。

　

他
方
、
Ｅ
妻
及
び
Ｐ
妻
は
、
継
母
実
父
夫
婦
の
実
子
の
誕
生
を
契
機
に
養
子
縁
組
を
し
た
。
但
し
、「
子
に
遺
産
が
全
く
残
ら
な
い
の

が
可
哀
相
に
思
」
っ
た
Ｅ
妻
に
対
し
、
Ｐ
妻
は
夫
の
連
れ
子
①
②
及
び
Ｐ
夫
婦
の
実
子
と
い
う
兄
弟
三
人
を
平
等
に
す
る
こ
と
で
、
将
来

的
な
相
続
紛
争
を
回
避
し
、
実
子
を
守
り
た
い
と
考
え
た
こ
と
が
縁
組
の
動
機
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
Ｐ
妻
は
、
子
①
②
を
「
夫
婦
が
死

ん
だ
時
に
実
子
が
頼
れ
る
存
在
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
と
い
う
。
か
か
る
実
子
と
継
子
の
平
等
な
取
扱
い
に
よ
る
相
続
紛
争
の
回
避
と
い

う
動
機
は
、
夫
婦
双
方
に
連
れ
子
が
い
る
Ｇ
妻
及
び
Ｊ
妻
も
指
摘
し
て
い
た
。
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⑵　

親
権

　

親
権
の
取
得
を
積
極
的
に
意
欲
し
た
継
母
は
、
Ｅ
・
Ｐ
・
Ｔ
・
Ｑ
・
Ｕ
妻
の
五
名
（
八
件
）
で
あ
る
。
中
で
も
Ｔ
妻
は
「
子
の
親
と
し

て
務
め
上
げ
る
た
め
に
養
子
縁
組
が
必
要
だ
と
思
」
い
、
専
ら
親
権
の
み
を
求
め
た
。
例
え
ば
、
子
の
怪
我
・
病
気
の
治
療
の
同
意
手
続

や
、
子
の
銀
行
預
金
口
座
の
通
帳
管
理
の
便
宜
を
意
識
し
た
と
い
う
。
他
方
、
Ｐ
・
Ｑ
・
Ｕ
妻
は
特
に
実
父
死
亡
時
の
子
の
引
取
を
意
識

し
た
。
各
々
、
別
居
実
母
（
Ｕ
妻
）
ま
た
は
死
別
実
母
方
祖
父
母
（
Ｐ
妻
）
と
の
子
の
奪
い
合
い
に
備
え
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

⑶　

扶
養

　

継
母
の
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
発
生
を
意
識
し
た
の
は
、
Ｑ
①
②
妻
の
み
で
あ
っ
た
（
⑷
参
照
）。
実
態
上
は
Ｅ
・
Ｔ
・
Ｕ
妻
も
子
の

扶
養
に
直
接
寄
与
し
て
い
た
が
、
義
務
発
生
を
特
に
意
識
し
な
か
っ
た
。

　

⑷　

親
子
と
し
て
の
包
括
的
効
果

　

Ｑ
妻
は
親
と
し
て
全
責
任
を
受
容
す
る
覚
悟
が
整
っ
た
の
で
、
養
子
縁
組
を
行
っ
た
。
子
①
②
と
の
同
居
に
際
し
、
親
の
立
場
に
あ
る

方
が
便
利
で
あ
る
と
考
え
た
と
共
に
、
相
続
関
係
の
発
生
や
子
の
扶
養
責
任
を
負
う
こ
と
、
更
に
万
一
の
実
父
死
亡
時
に
自
ら
子
を
引
き

取
る
こ
と
の
覚
悟
が
出
来
た
の
だ
と
い
う
。

　

⑸　

他
方
実
親
と
子
の
関
係
の
後
退

　

Ｕ
妻
は
別
居
実
母
の
排
除
を
望
ん
で
養
子
縁
組
を
行
っ
た
が
、
縁
組
に
伴
う
効
果
を
厳
密
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
点
に
注
意
を
要
す

る
。
縁
組
当
時
、
Ｕ
①
②
子
と
実
母
と
の
関
わ
り
は
一
切
な
か
っ
た
が
、
実
母
の
金
遣
い
の
荒
さ
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
Ｕ
妻

は
養
子
縁
組
に
よ
り
実
母
子
間
の
法
的
親
子
関
係
及
び
相
続
関
係
が
消
滅
す
る
と
考
え
、
実
母
の
借
金
か
ら
子
を
守
る
べ
く
縁
組
を
行
っ

た
と
い
う
。
ち
な
み
に
厳
密
な
意
味
で
の
実
母
の
親
権
者
変
更
申
立
の
遮
断
及
び
実
母
の
扶
養
義
務
後
退
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
回
答
者

全
員
特
に
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
縁
組
当
時
、
実
母
子
間
の
面
会
交
流
の
あ
っ
た
Ｉ
②
・
Ｊ
③
（
Ｊ
実
母
は
近
所
に
住
み
頻
繁
な
往

来
）
及
び
、
面
会
と
養
育
費
支
払
い
の
あ
っ
た
Ｅ
①
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
妻
も
養
子
縁
組
が
実
母
を
遠
ざ
け
る
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
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た
。

　

⑹　

養
子
縁
組
に
伴
う
法
的
効
果
を
積
極
的
に
意
欲
し
な
か
っ
た
ケ
ー
ス

　

Ｄ
・
Ｉ
・
Ｒ
・
Ｓ
妻
は
縁
組
に
伴
う
諸
効
果
を
積
極
的
に
意
欲
し
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
自
身
に
も
連
れ
子
が
お
り
、
継
父
子
と
同
時

に
縁
組
を
行
っ
た
点
が
共
通
す
る
。
な
お
、
Ｓ
妻
の
み
、
戸
籍
や
住
民
票
の
記
載
を
整
え
て
子
の
母
親
と
い
う
立
場
を
対
外
的
に
整
え
る

明
確
な
動
機
が
あ
っ
た
（
２
⑴
参
照
）。

6　

継
母
子
関
係
に
お
け
る
実
体
的
な
親
子
関
係
へ
の
意
思
と
養
子
縁
組
の
意
義

　

本
項
で
は
縁
組
当
時
の
継
母
に
お
け
る
「
親
子
に
な
る
」
と
い
う
意
思
の
有
無
別
に
、
や
は
り
前
掲
図
１
（
１
参
照
）
の
通
り
整
理
し
、

縁
組
締
結
と
い
う
判
断
へ
至
っ
た
心
理
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

⑴　

子
の
「
母
親
に
な
ろ
う
」
と
決
意
し
た
継
母
達

　

養
子
縁
組
当
時
の
継
母
子
の
実
体
的
な
関
係
性
に
関
す
る
意
識
と
し
て
、「
親
子
」
志
向
が
認
め
ら
れ
た
の
は
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｇ
・
Ｊ
・

Ｐ
・
Ｑ
・
Ｒ
・
Ｓ
・
Ｕ
・
Ｔ
・
Ｘ
の
各
妻
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
、
子
と
相
当
期
間
の
同
居
を
経
た
上
で
養
子
縁
組
を
行
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
妻
は
、
そ
の
「
親
子
」
志
向
が
縁
組
締
結
の
判
断
に
お
い
て
有
し
て
い
た
意
味
に
従
い
、
図
１
の
通
り
、
サ
〜
セ
の
グ
ル
ー
プ
に
分

け
ら
れ
る
。

　

・【
グ
ル
ー
プ
サ
：
Ｅ
・
Ｊ
・
Ｐ
・
Ｑ
・
Ｒ
・
Ｓ
・
Ｕ
妻
】
…
…
こ
れ
ら
の
妻
達
は
、
養
子
縁
組
に
臨
ん
だ
際
の
心
境
を
、「
親
子
に
な

ろ
う
」
と
い
う
決
意
や
「
既
に
親
子
だ
か
ら
」
い
う
実
態
追
認
と
し
て
表
現
し
た
。「
親
子
」
と
し
て
の
継
母
子
関
係
の
強
固
化
及
び
明

確
化
を
目
指
し
た
養
子
縁
組
と
言
え
よ
う
。

　

特
に
、
一
定
期
間
の
子
と
の
交
わ
り
を
経
て
育
ま
れ
た
「
親
子
に
な
ろ
う
」
と
い
う
決
意
が
縁
組
の
決
定
打
と
な
っ
た
の
が
Ｅ
・
Ｕ
・

Ｑ
・
Ｒ
妻
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
実
親
子
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
せ
め
て
紙
の
上
で
だ
け
で
も
実
親
子
同
然
に
な
り
た
か
っ
た
」
と
語
る

Ｕ
妻
は
、
数
年
に
及
ぶ
子
と
の
同
居
の
末
、「
子
を
捨
て
る
も
同
然
」
で
去
っ
て
行
っ
た
別
居
実
母
か
ら
子
を
守
り
た
い
と
い
う
強
い
使
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命
感
に
駆
ら
れ
た
と
い
う
。
特
に
「
子
ど
も
達
を
一
生
守
る
と
い
う
使
命
を
全
う
す
る
た
め
に
、
ま
ず
法
律
に
守
ら
れ
た
い
」
と
考
え
た
、

そ
の
心
情
を
「
継
親
子
は
実
親
子
で
は
な
く
…
…
血
が
つ
な
が
ら
な
い
…
…
か
ら
、
紙
の
上
だ
け
で
も
安
心
さ
せ
て
あ
げ
た
い
ん
で
す
よ

ね
。
親
子
だ
よ
、
一
人
じ
ゃ
な
い
よ
っ
て
」
と
表
現
し
た
。
ま
た
、
子
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
思
慕
に
応
え
る
た
め
に
、「
母
親
に
な
ろ
う
」

と
覚
悟
し
て
養
子
縁
組
に
臨
ん
だ
の
が
Ｑ
・
Ｒ
妻
で
あ
る
。
Ｑ
妻
は
婚
姻
当
初
数
年
間
、
夫
方
祖
母
の
許
で
暮
ら
す
①
②
子
と
毎
週
末
交

流
し
て
い
た
が
、
継
母
子
間
の
相
続
関
係
発
生
や
実
父
死
亡
時
の
子
の
引
き
取
り
へ
の
抵
抗
感
か
ら
、
養
子
縁
組
を
し
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
子
と
の
交
流
を
重
ね
る
う
ち
、「（
子
ど
も
達
が
）
す
ご
い
懐
い
て
、
お
母
さ
ん
、
お
母
さ
ん
っ
て
呼
ん
で
い
る
の
に
、
実
は
違
う
と

い
う
の
は
す
ご
い
罪
悪
感
が
出
て
き
ち
ゃ
っ
（
た
）
…
…
縁
組
し
て
い
な
い
の
に
呼
ん
で
く
れ
る
ん
だ
…
…
（
と
）
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
」
こ
と
か
ら
、
結
局
、
子
と
の
同
居
開
始
に
際
し
、
親
と
し
て
の
全
責
任
を
全
う
す
る
覚
悟
で
養
子
縁
組
を
行
っ
た
。

　

他
方
、
か
か
る
覚
悟
に
加
え
、
特
に
継
母
子
の
同
居
養
育
関
係
の
実
態
へ
の
裏
付
け
と
い
う
色
彩
が
濃
く
現
れ
て
い
た
の
が
Ｐ
・
Ｊ
妻

で
あ
る
。
Ｐ
妻
は
子
の
養
育
を
専
ら
担
う
中
、「
母
親
と
同
じ
事
を
し
て
い
る
の
に
母
親
で
は
な
い
」
こ
と
に
抵
抗
を
覚
え
た
と
同
時
に
、

今
後
成
長
し
て
行
く
子
に
「
親
で
も
な
い
の
に
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
た
く
な
い
と
考
え
た
と
語
っ
た
（
Ｊ
妻
は
３
⑴
【
イ
】
に
同

じ
）。

　

・【
グ
ル
ー
プ
シ
：
Ｇ
妻
】
…
…
Ｇ
妻
は
②
子
の
母
親
に
な
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
自
身
の
連
れ
子
と
夫

が
養
子
縁
組
を
す
る
手
前
、
継
母
子
も
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
振
り
返
っ
た
。
Ｇ
夫
の
妻
へ
の
養
子
縁
組
及
び
母
親
役
割
へ
の
期
待
も

き
わ
め
て
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、【
サ
】
の
妻
は
全
員
、
縁
組
に
よ
る
夫
婦
関
係
強
固
化
の
企
図
を
否
定
し
て
い
た
。
妻
の
語
り
か
ら
は
、

夫
ら
は
、
概
ね
、
妻
に
対
し
て
少
な
か
ら
ず
母
親
役
割
を
期
待
し
て
い
た
が
、
養
子
縁
組
に
は
頓
着
し
て
い
な
い
こ
と
が
察
せ
ら
れ
た
。

ま
た
、
や
は
り
継
父
に
お
い
て
散
見
さ
れ
た
家
族
全
体
の
一
体
感
醸
成
の
た
め
の
養
子
縁
組
（【
ア
】）
と
い
う
側
面
も
、【
サ
】
の
継
母

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
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・【
グ
ル
ー
プ
ス
：
Ｔ
・
Ｘ
妻
】
…
…
Ｔ
・
Ｘ
妻
は
、
各
々
親
権
及
び
相
続
関
係
の
調
整
と
い
う
法
的
効
果
発
生
を
求
め
て
養
子
縁
組

し
た
が
、
そ
の
母
親
と
し
て
の
意
識
は
縁
組
と
関
係
な
か
っ
た
と
回
答
し
た
。

　

・【
グ
ル
ー
プ
セ
：
Ｄ
妻
】
…
…
Ｄ
妻
は
、
婚
姻
届
出
及
び
自
身
の
連
れ
子
と
夫
と
の
縁
組
に
際
し
、
継
母
子
間
も
縁
組
を
す
る
べ
き

と
い
う
戸
籍
課
か
ら
の
指
導
に
従
っ
て
縁
組
を
行
っ
た
。
夫
妻
双
方
の
子
の
平
等
へ
の
意
識
を
示
唆
し
つ
つ
も
、
そ
れ
以
上
に
特
に
明
確

な
意
図
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
語
っ
た
。

　

⑵　
「
母
親
」
に
な
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
継
母

　

・【
グ
ル
ー
プ
ソ
：
Ｉ
妻
】
…
…
養
子
縁
組
当
時
、「
母
親
」
と
は
異
な
る
立
場
を
明
確
に
志
向
し
て
い
た
の
が
Ｉ
妻
で
あ
る
。
子
の

「
保
護
者
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
、
縁
組
に
伴
う
法
的
効
果
発
生
も
特
に
意
識
・
意
欲
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
Ｄ
妻
（【
セ
】）
と

同
様
に
自
身
に
も
連
れ
子
が
お
り
、
婚
姻
届
出
時
に
役
所
に
て
、
継
父
子
と
同
時
に
継
母
子
も
養
子
縁
組
を
す
る
べ
き
と
の
指
導
を
受
け

た
た
め
に
縁
組
を
行
っ
た
と
い
う
。
か
か
る
経
緯
に
つ
い
て
、
Ｉ
妻
は
Ｄ
妻
よ
り
も
明
確
に
、
継
母
子
間
で
も
養
子
縁
組
「
し
な
い
と
、

主
人
に
対
し
て
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
」
た
と
語
っ
た
。
な
お
、
Ｉ
②
子
は
当
時
一
五
歳
以
上
で
あ
っ
た
が
、
Ｉ
妻
曰
わ
く
、
Ｉ
妻

を
家
族
や
親
と
し
て
認
め
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

7　

考
察

―
継
母
子
間
に
お
け
る
養
子
縁
組
締
結
の
判
断
プ
ロ
セ
ス
の
特
徴

―

　

継
母
子
の
縁
組
に
つ
い
て
は
、
継
母
自
身
に
連
れ
子
が
い
る
場
合
と
い
な
い
場
合
と
で
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
た
。
前
者
は
継
父
子
間

の
養
子
縁
組
に
引
き
ず
ら
れ
、
特
に
一
部
で
は
「
平
等
に
し
な
け
れ
ば
」
と
い
う
妻
の
夫
に
対
す
る
気
遣
い
の
下
、
婚
姻
届
出
と
同
時
に

縁
組
届
出
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
が
目
立
っ
た
。

　

他
方
、
継
母
自
身
に
連
れ
子
の
い
な
い
ケ
ー
ス
で
は
、
継
父
子
ケ
ー
ス
と
は
全
く
異
な
る
特
徴
が
現
れ
た
。
即
ち
婚
姻
届
出
か
ら
相
当

期
間
経
過
後
、
夫
婦
間
の
実
子
誕
生
等
の
明
確
な
契
機
が
あ
っ
て
、
或
い
は
漸
く
親
に
な
る
こ
と
を
覚
悟
で
き
た
時
に
、
養
子
縁
組
へ
と

踏
み
出
す
ケ
ー
ス
が
目
立
っ
た
。
子
の
氏
の
変
更
の
差
し
迫
っ
た
必
要
を
欠
く
中
、
継
母
の
養
子
縁
組
に
対
す
る
本
来
的
な
慎
重
さ
が
現



法学政治学論究　第89号（2011.6）

130

れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
心
理
は
、
家
族
全
体
の
一
体
感
よ
り
も
継
母
子
の
二
者
関
係
そ
れ
自
体
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
養
子
縁
組

は
あ
く
ま
で
継
母
子
の
一
対
一
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
夫
婦
の
性
別
役
割
分
業
の
下
、
世
帯
主
と
し
て
一
家
の
経
済
を
支
え
る
継
父
に
対

し
、
子
の
養
育
を
主
に
担
う
継
母
に
お
い
て
は
、
具
体
的
・
実
質
的
な
母
親
イ
メ
ー
ジ
や
子
と
の
現
実
的
な
関
係
が
大
き
な
意
味
を
持
つ

の
で
あ
ろ
う
。

　

か
く
て
継
母
子
ケ
ー
ス
で
は
、
養
子
縁
組
に
よ
る
法
的
親
子
関
係
の
発
生
の
、
婚
姻
関
係
発
生
か
ら
の
独
立
性
が
明
確
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
そ
の
「
両
親
夫
婦
と
そ
の
子
」
家
族
志
向
が
小
さ
い
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
例
え
ば
、
継
父
子
ケ
ー
ス
の
検
討

（
３
⑴
・
４
⑶
）
で
触
れ
た
「『
親
で
も
な
い
の
に
』
…
…
」
と
い
う
Ｊ
妻
の
言
葉
は
、
実
は
、
自
身
と
夫
の
連
れ
子
で
あ
る
③
子
と
の
間

の
縁
組
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
。
継
母
に
お
け
る
代
替
的
な
親
役
割
の
遂
行
者
と
い
う
意
味
づ
け
は
、
別
居
実
母
子
の
交
流
が
一
切
途
絶

え
て
い
た
ケ
ー
ス
が
目
立
つ
中
、
継
父
子
ケ
ー
ス
以
上
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
継
母
に
求
め
ら
れ
る
子
の
養
育
役
割
は
、
氏
や
経
済

面
と
比
べ
る
と
法
制
度
と
の
距
離
が
遠
い
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
連
れ
子
の
利
益
を
願
う
実
父
の
中
で
も
養
子
縁
組
に
結
び
つ
き
に

く
い
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
点
は
、
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
性
別
役
割
分
業
傾
向
の
強
さ
を
示
す
家
族
社
会
学
上
の
知
見
か
ら
は
容
易

に
想
像
し
得
る
が
、
法
学
上
の
従
来
の
議
論
に
お
い
て
は
、
さ
ほ
ど
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
但
し
、
最
初
に
指

摘
し
た
通
り
、
継
母
子
関
係
が
継
親
子
関
係
全
体
に
占
め
る
割
合
は
小
さ
い
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
一
つ
継
父
子
ケ
ー
ス
と
の
共
通
点
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
特
に
夫
婦
死
亡
時
に
お
け
る
問
題
と
し
て
の
相
続

―
継
母
子
の
場

合
は
子
の
引
き
取
り
の
問
題
が
加
わ
る
が

―
が
重
視
さ
れ
て
い
た
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
養
子
縁
組
や
「
法
的
な
親
子
で
あ
る
こ
と
」

が
、
日
常
の
関
係
性
の
裏
付
け
・
明
確
化
だ
け
で
な
く

―
或
い
は
そ
れ
以
上
に

―
有
事
の
備
え
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
。「
法
的
な
親
子
で
あ
る
こ
と
」
が
家
族
当
事
者
に
と
っ
て
持
つ
意
味
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
注
目
し
た
い
。
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三　

結　

語

　

本
稿
は
、
本
調
査
の
対
象
ケ
ー
ス
中
「
継
子
養
子
縁
組
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
に
お
け
る
縁
組
締
結
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ

の
結
果
、
継
子
養
子
縁
組
は
、
継
父
子
間
と
継
母
子
間
と
で
は
、
全
く
異
な
る
成
立
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
他
方
、
今
回
、

特
に
継
子
養
子
縁
組
が
継
子
の
利
益
及
び
別
居
実
親
子
関
係
の
在
り
方
に
と
っ
て
持
つ
意
味
に
関
す
る
検
討
は
、
断
片
的
な
も
の
に
留
ま

っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
も
含
め
、「
継
子
養
子
縁
組
と
は
何
か
」
に
関
す
る
理
解
を
完
全
な
も
の
と
す
る
に
は
、「
継
子
養
子
縁
組
を
行
わ
な

い
ケ
ー
ス
」
や
、
継
子
養
子
縁
組
を
行
っ
た
／
行
わ
な
い
ケ
ー
ス
に
お
け
る
「
そ
の
後
の
実
態
の
変
遷
」
も
含
め
た
、
総
合
的
・
有
機
的

な
実
態
把
握
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
長
期
的
な
家
族
の
発
達
段
階
と
い
う
観
点
か
ら
の

観
察
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
本
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
次
稿
で
の
紹
介
を
約
束
し
た
い
。
な
お
、
子
の
利
益
と
い
う

点
に
つ
い
て
、
本
調
査
で
は
子
自
身
か
ら
の
回
答
は
得
て
い
な
い
。
Ｍ
妻
曰
わ
く
「
親
の
意
向
と
い
う
部
分
で
の
子
の
利
益
」
と
「
真
の

子
の
利
益
」
と
の
違
い
を
、
常
に
心
に
留
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
〔
付
記
〕
本
稿
に
て
紹
介
の
「
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
実
態
調
査
」
に
つ
い
て
、
準
備
段
階
か
ら
実
施
に
至
る
ま
で
、
明
治
学
院
大
学

社
会
学
部
野
沢
慎
司
教
授
に
ご
指
導
頂
い
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
稿
は
、
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別

研
究
員
奨
励
費
）
の
補
助
を
受
け
て
行
わ
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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（
１
）  L G

anong &
 M
. Colem

an, Stepfam
ily Relationships:D

evelopm
ent, D

ynam
ics and Interventions

（2004

）.

（
２
）  

そ
の
正
確
な
件
数
の
統
計
は
な
い
が
、
二
○
○
九
年
、
親
権
を
行
う
べ
き
子
を
持
つ
父
母
の
離
婚
は
約
一
四
・
六
万
件
に
及
び
、
離
婚
全
体
の

六
割
弱
を
占
め
た
（
厚
生
労
働
省
・
人
口
動
態
統
計
（
平
成
二
一
年
度
・
離
婚
））。
更
に
同
年
、
夫
婦
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
再
婚
で
あ
る
婚
姻

は
約
一
八
・
三
万
件
で
、
婚
姻
全
体
の
約
二
六
％
を
占
め
る
な
ど
、
再
婚
が
増
加
傾
向
に
あ
る
（
同
（
平
成
二
一
年
度
・
婚
姻
））。
こ
れ
ら
デ
ー

タ
を
も
と
に
、
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
増
加
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）  
床
谷
文
雄
「
四 

養
子
法
」『
家
族
法
改
正 

婚
姻
・
親
子
関
係
を
中
心
に
』
中
田
裕
康
編
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
）
八
九
頁
、
石
川
稔
『
子
ど

も
法
の
課
題
と
展
開
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
）
二
六
五
頁
等
多
数
。

（
４
）  

水
野
紀
子
「
五　

親
権
法
」・
前
掲
注
（
３
）
中
田
編
一
三
三
頁
以
下
。
丸
山
茂
『
家
族
の
レ
ギ
ュ
ラ
シ
オ
ン 

多
元
主
義
の
法
社
会
学
』（
お

茶
の
水
書
房
、
一
九
九
九
）
二
二
一
頁
、
白
須
真
理
子
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
親
権
の
第
三
者
へ
の
委
譲
（
一
）〜（
三
・
完
）」
阪
大
法
学
六

〇
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
）
一
八
五
頁
、
六
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
〇
）
三
八
三
頁
、
六
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
）
六
一
九
頁
等
は
特
に
比
較
法
的
観

点
か
ら
か
か
る
在
り
方
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、
許
末
恵
「
継
親
子
関
係
に
つ
い
て

―
養
子
縁
組
を
中
心
に

―
」
一
橋
論
叢
九
五
巻
一
号
（
一

九
八
五
）
八
四
頁
、
大
村
敦
志
「『
再
構
成
家
族
』
に
関
す
る
一
考
察
」
み
ん
け
ん
五
〇
〇
号
（
一
九
九
八
）
四
二
頁
、
早
野
俊
明
「『
継
親
子
関

係
』
管
見
」
白
鴎
大
学
二
二
号
（
二
〇
〇
三
）
七
一
頁
も
早
く
か
ら
養
子
法
の
枠
内
で
の
処
理
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
た
。

（
５
）  

代
表
的
な
成
果
と
し
て
、
野
沢
慎
司
等
『
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
基
礎
知
識

―
子
連
れ
再
婚
家
族
と
支
援
者
の
た
め
に

―
』（
明
石
書

店
、
二
〇
〇
六
年
）
等
。
家
族
社
会
学
上
の
先
行
研
究
の
殆
ど
は
家
族
支
援
や
ス
ト
レ
ス
研
究
の
観
点
に
立
つ
中
、
七
家
族
を
対
象
と
し
た
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
結
果
か
ら
、
法
制
度
へ
の
示
唆
を
具
体
的
に
示
し
た
菊
地
真
理
・
野
沢
慎
司
「
ス
テ
ッ
プ
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
お
け
る
継
親
子
間
の

養
子
縁
組
と
別
居
実
親
子
関
係
」
日
本
家
族
社
会
学
会
第
二
〇
回
大
会
報
告
が
注
目
さ
れ
る
。

（
６
）  

件
数
の
内
訳
は
、
電
話
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
四
一
件
、
直
接
対
面
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
五
件
で
あ
っ
た
。

（
７
）  

Ｓ
Ａ
Ｊ
の
Ｈ
Ｐ
は
〈http://w

w
w.saj⊖stepfam

ily.org/renew
/

〉、W
ink

の
Ｈ
Ｐ
は
〈http://w

w
w.npo⊖w

ink.org/

〉、
新
川
氏
の
ブ
ロ
グ

は
〈http://am

eblo.jp/terueshinkaw
a/them

e

〉
参
照
。

（
８
）  

本
項
紹
介
の
先
行
研
究
の
内
容
は
前
掲
注
（
３
）、（
４
）
列
挙
の
文
献
に
拠
っ
た
。
以
下
、
逐
一
示
さ
な
い
。

（
９
）  

但
し
、
解
釈
上
、
所
謂
「
家
附
き
」
の
子
と
そ
の
「
家
」
に
入
る
妻
に
限
る
と
さ
れ
た
。

（
10
）  

こ
れ
ら
は
本
調
査
の
本
来
の
対
象
か
ら
外
れ
る
が
、
調
査
を
実
施
し
、
本
稿
の
対
象
と
し
た
。

（
11
）  

詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
夫
婦
各
方
の
祖
父
母
に
養
子
縁
組
を
報
告
し
た
夫
婦
は
多
く
、
そ
の
う
ち
Ｋ
①
②
は
継
父
方
祖
父
母
、
Ｇ
②
は
継
母
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方
祖
父
母
か
ら
、
共
に
相
続
関
係
の
発
生
を
理
由
に
養
子
縁
組
の
反
対
を
受
け
た
。

（
12
）  

最
判
昭
和
二
三
年
一
二
月
二
三
日
民
集
二
巻
一
四
号
四
九
三
頁
他
。
縁
組
意
思
を
め
ぐ
る
学
説
は
、
中
川
善
之
助
他
編
『
新
版　

注
釈
民
法

（
二
四
）』
三
三
五
頁
以
下
（
阿
部
徹
） （
有
斐
閣
、
一
九
九
四
）
等
参
照
。

（
13
）  
そ
の
在
り
方
は
多
様
だ
が
、
概
し
て
継
父
は
補
助
的
、
継
母
は
主
た
る
立
場
で
養
育
に
関
与
し
て
い
た
。

（
14
）  
Ｋ
以
外
の
全
夫
婦
の
婚
姻
氏
が
夫
の
氏
で
、
Ｋ
は
前
婚
・
後
婚
共
に
妻
の
氏
が
婚
姻
氏
で
あ
っ
た
。
氏
を
変
更
し
な
い
こ
と
は
子
①
②
か
ら
の

再
婚
の
条
件
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
15
）  

こ
れ
ら
ケ
ー
ス
の
前
婚
の
離
婚
・
離
別
後
〜
婚
姻
前
の
法
的
な
意
味
で
の
母
子
の
氏
・
戸
籍
の
異
同
は
、
実
母
子
が
同
氏
・
同
戸
籍
の
ケ
ー
ス

が
、
実
母
子
が
前
婚
の
氏
（
実
母
の
氏
）
継
続
し
た
Ａ
①
②
・
Ｒ
①
子
、
実
母
が
旧
氏
に
変
更
し
て
新
戸
籍
を
作
成
し
、
子
も
こ
れ
に
移
籍
し
た

Ｂ
①
②
・
Ｃ
①
②
・
Ｄ
①
③
・
Ｆ
①
・
Ｈ
①
・
Ｉ
①
・
Ｓ
①
子
で
あ
っ
た
。
他
方
、
実
母
子
が
異
氏
・
異
戸
籍
の
ケ
ー
ス
は
、
実
母
は
前
婚
氏

（
実
父
の
氏
）
続
称
し
、
新
戸
籍
作
成
、
子
は
実
父
の
戸
籍
に
残
っ
た
Ｇ
①
③
・
Ｊ
①
②
・
Ｍ
①
・
Ｏ
①
②
・
Ｖ
①
・
Ｗ
①
子
で
あ
っ
た
。

（
16
）  

こ
れ
ら
の
同
居
継
母
子
間
で
の
養
子
縁
組
締
結
情
況
は
、
㈠
２
参
照
。 

継
母
子
間
で
養
子
縁
組
を
し
て
い
な
い
Ｆ
、
Ｈ
は
共
に
実
母
死
別
ケ

ー
ス
で
、
Ｈ
妻
は
亡
母
の
相
続
財
産
の
存
在
を
推
測
し
て
い
た
。

（
17
）  

但
し
、
厚
生
遺
族
年
金
の
受
給
対
象
で
あ
れ
ば
、
妻
は
「
子
」
が
い
る
場
合
は
受
給
で
き
な
い
「
中
高
齢
寡
婦
加
算
」
を
受
給
で
き
る
場
合
が

あ
る
（
厚
生
年
金
保
険
法
六
二
条
）。

（
18
）  

盛
岡
家
審
昭
三
八
年
一
○
月
二
五
日
家
月
一
六
巻
二
号
八
一
頁
他
。

（
19
）  

実
際
に
養
育
費
支
払
い
の
減
額
・
消
滅
に
至
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
る
。

（
20
）  

他
に
Ｄ
・
Ｉ
・
Ｒ
夫
等
も
「
親
子
に
な
ろ
う
」
と
の
意
欲
が
認
め
ら
れ
た
が
、
今
回
の
分
析
に
含
め
な
い
。

（
21
）  

な
お
Ｍ
妻
曰
く
、
Ｍ
夫
は
養
子
縁
組
に
よ
る
継
親
子
の
紐
帯
強
化
と
い
う
発
想
を
嫌
っ
て
い
た
と
い
う
。

（
22
）  

他
に
Ｆ
・
Ｓ
夫
等
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
が
、
今
回
の
分
析
対
象
に
含
め
な
い
。
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駒
村　

絢
子
（
こ
ま
む
ら　

あ
や
こ
）

　

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
　

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員

　

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　

所
属
学
会　
　

比
較
法
学
会

　

専
攻
領
域　
　

民
法
（
家
族
法
）

　

主
要
著
作　
　
「
離
婚
後
の
子
の
監
護
法
制
に
関
す
る
一
考
察

―
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
家
族
法

に
お
け
る
離
別
後
の
共
同
養
育
推
進
を
手
が
か
り
に

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』

第
八
四
号
（
二
〇
一
〇
年
）


